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明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
ろ
養
子
制
度
（
一
）

ー
そ
の
生
成
と
性
格
1

手

塚

豊

一
　
は
し
が
き

二
　
奮
民
法
編
纂
過
程
に
お
け
る
養
子
制
度

　
一
　
第
一
草
案
に
お
け
る
養
子
制
度
…
…
・
…
・
　
　
　
　
　
以
上
本
號

　
二
　
第
一
草
案
の
修
正
と
再
調
査
案
に
お
け
る
養
子
制
度

三
　
再
調
査
案
の
修
正
と
元
老
院
提
出
案
に
お
け
る
養
子
制
度

四
　
元
老
院
に
お
け
る
修
正

三
　
奮
民
法
に
お
け
る
養
子
制
度

　
　
　
ー
明
治
民
法
と
鉗
比
し
て
ー

四
　
む
す
び

一
　
は
　
し
　
が

き

　
穗
積
陳
重
博
士
は
、
法
律
進
化
論
的
立
場
か
ら
養
子
制
度
の
歴
史
的
護
展
を
把
え
、
0
祭
祀
繊
承
養
子
の
時
代
　
⇔
家
督
相
績
養
子
の
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

日
財
産
相
綾
養
子
の
時
代
　
㈹
保
護
牧
養
の
時
代
の
四
段
階
に
分
類
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
で
は
中
川
善
之
助
教
授
が
こ
の
分
類
を
さ
ら
に
整
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
て
、
e
家
の
た
め
の
養
子
法
　
ω
親
の
た
め
の
養
子
法
　
日
子
の
た
め
の
養
子
法
の
三
段
階
に
分
げ
て
お
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
、
明

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
薦
民
法
）
に
お
げ
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
　
　
　
（
七
〇
三
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
（
七
〇
四
）

治
中
期
以
降
、
最
近
に
い
た
る
ま
で
の
我
國
家
族
生
活
を
規
律
し
た
明
治
民
法
の
養
子
制
度
を
み
る
に
、
主
と
し
て
「
家
督
相
績
養
子
の
時
代
」
、

す
な
わ
ち
「
家
の
た
め
の
養
子
法
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
「
親
の
た
め
」
「
子
の
た
め
」
の
要
素
を
若
干
加
味
し
て
い
た
と
み
る
の
が
定
読
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

穂
積
博
士
は
「
主
と
し
て
第
二
期
に
あ
り
て
第
三
期
及
び
第
四
期
に
渉
る
も
の
な
り
」
と
い
わ
れ
、
中
川
教
授
も
「
如
上
三
期
の
原
理
が
錯
雑
混

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

渚
し
て
極
め
て
複
雑
な
構
造
を
な
し
て
」
い
る
が
「
そ
の
大
部
分
が
『
家
の
た
め
』
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
親
の
た
め
」
「
子

の
た
め
」
の
要
素
が
多
少
と
も
加
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
明
治
初
期
の
法
制
に
比
較
す
る
と
、
家
族
制
度
的
に
は
若
干
の
後
退
を
示
す

も
の
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
周
知
の
ご
と
く
明
治
民
法
に
先
立
つ
法
典
と
し
て
明
治
二
十
三
年
の
い
わ
ゆ
る
奮
民
法
が
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
法
典
論
孚
の
結
果
、

途
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
な
く
葬
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
明
治
初
期
の
法
制
と
明
治
民
法
と
の
間
に
介
在
し
、
い
わ
ば
そ
の
架
橋
と
し
て
「
大
な

　
　
　
　
　
（
6
）

る
歴
史
的
意
義
」
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
薔
民
法
に
お
け
る
養
子
制
度
は
、
い
か
な
る
性
格
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
殊
に
明
治
民
法
の
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ

れ
と
比
較
し
て
、
い
ず
れ
が
近
代
色
を
よ
り
多
く
含
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
時
、
主
と
し
て
明
治
法
典
箏
議
の
本
質
を
解
明
す
る
必
要

か
ら
、
奮
民
法
そ
の
も
の
の
性
格
が
明
治
民
法
の
そ
れ
と
比
較
し
て
種
々
の
角
度
か
ら
検
討
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
養
子
制
度
は
親
族
法
の
重
要
部
分

を
占
め
る
も
の
故
、
そ
れ
を
め
ぐ
つ
て
、
爾
法
典
の
規
定
を
比
較
老
察
す
る
こ
と
は
、
奮
民
法
人
事
編
と
明
治
民
法
親
族
編
の
性
格
の
異
同
を
論

ず
る
際
、
き
わ
め
て
重
要
な
一
課
題
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
從
來
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
意
見
を
表
明
さ
れ
た
學
者
が
も
ち
ろ
ん
な
か
つ
た
わ
け

で
は
な
い
。
例
え
ば
、
明
治
民
法
編
纂
の
法
典
調
査
會
に
お
い
て
、
穗
積
陳
重
博
士
が
述
べ
ら
れ
た
震
言
に
ょ
る
と
、
奮
民
法
の
そ
れ
は
「
家
督

相
績
ダ
ケ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
本
案
（
明
治
民
法
草
案
ー
手
塚
註
）
ハ
ソ
レ
ダ
ケ
デ
ナ
イ
今
少
シ
廣
イ
規
定
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
か
、
ま
た
「
家
督
相
績
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

主
義
ト
ソ
レ
カ
ラ
慈
善
ト
云
フ
人
ノ
性
情
二
基
ヅ
イ
テ
居
ル
ト
云
フ
主
義
ヲ
基
礎
ト
シ
テ
案
ヲ
立
テ
マ
シ
タ
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
中
川
善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
も

之
助
教
授
も
奮
民
法
の
そ
れ
は
「
純
粋
に
『
家
の
た
め
の
養
子
法
』
で
あ
る
」
と
し
、
奮
民
法
が
明
治
民
法
に
較
べ
て
よ
り
保
守
的
な
部
分
も
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

つ
た
と
す
る
例
誰
に
し
て
お
ら
れ
る
。
た
だ
惜
し
む
ら
く
は
、
中
川
教
授
の
場
合
も
、
そ
う
し
た
結
論
を
み
ち
び
か
れ
た
詳
し
い
奮
民
法
の
逐
條



的
研
究
は
稜
表
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
わ
が
國
養
子
制
度
の
詳
し
い
滑
革
的
研
究
を
嚢
表
さ
れ
て
い
る
青
山
道
夫
教
授
も
「
奮
民
法
の
養
子
制

度
の
如
き
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
範
を
と
つ
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
わ
が
固
有
法
の
色
彩
が
つ
よ
い
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
「
そ

の
個
々
の
規
定
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
述
ぶ
べ
き
限
り
で
は
な
い
」
と
さ
れ
、
殊
に
明
治
民
法
と
の
比
較
の
黙
で
は
、
明
確
な
見
解
を
表
明
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

い
な
い
の
は
嘉
に
残
念
で
あ
る
。

　
私
は
本
稿
に
お
い
て
、
醤
民
法
に
お
け
る
養
子
制
度
の
構
造
と
性
格
を
、
そ
の
立
法
史
的
過
程
を
た
ど
り
つ
つ
究
明
し
、
と
く
に
明
治
民
法
と

封
比
し
て
い
か
な
る
異
同
が
あ
つ
た
か
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
か
つ
て
私
は
本
誌
に
「
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主

槽
」
（
讐
幕
雛
山
ぺ
劉
礪
撤
び
）
を
襲
表
し
た
が
、
本
稿
は
い
わ
ば
そ
の
績
論
と
し
て
、
同
じ
く
奮
民
法
人
事
編
の
性
格
の
一
端
を
吟
味
せ
ん
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
2
。
缶
o
鍔
巨
凶
”
目
ぴ
Φ
』
”
℃
”
冒
Φ
＄
O
貯
津
O
a
ρ
一
鵠
評
層
ロ
ド
な
お
、
田
中
秀
知
氏
も
、
祭
祀
相
綾
の
時
代
、
家
長
椹
相
綾
の
時
代
、

　
時
代
、
保
護
牧
養
の
時
代
に
分
け
て
い
た
（
「
比
較
養
子
論
e
」
内
外
論
叢
第
四
巻
第
四
號
・
明
治
三
十
八
年
・
一
七
頁
以
下
）
。

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）施

さ
れ
た
新
民
法
典
で
は
な
い

典
　
一
年
＋
一
月

（
7
）

（
8
）

（
9
）

遺
産
相
績
の

中
川
善
之
助
「
養
子
制
度
論
」
家
族
制
度
全
集
・
史
論
篇
更
一
四
七
頁
以
下
。
　
「
日
本
の
家
族
制
度
」
一
五
二
頁
以
下
。

穗
積
陳
重
「
養
子
正
否
論
」
祀
先
祭
祀
ト
日
本
法
律
（
穗
積
嚴
夫
課
）
附
録
所
牧
・
二
四
二
頁
、
な
お
国
o
鐘
目
一
樽
o
》
o
詳
‘
亨
旨
O
参
照
。

中
川
善
之
助
「
日
本
親
族
法
」
（
昭
和
十
七
年
）
三
一
二
頁
。

中
川
・
前
掲
全
集
・
一
七
三
頁
。

原
田
慶
吉
「
目
本
民
法
典
の
史
的
素
描
」
一
三
五
頁
。
な
お
、
杉
山
直
治
郎
博
士
も
「
私
は
敢
て
言
ひ
た
い
、
我
國
明
治
維
新
後
最
初
の
民
法
は
正
式
に
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
實
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
法
典
で
あ
つ
た
と
」
　
「
若
し
も
奮
民
法
が
無
か
つ
た
な
ら
ぱ
…
…
三
年
孚
の
短
目
月
を
以
て
あ
れ
程
の
法

（
明
治
民
法
ー
手
塚
註
）
を
完
成
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
」
（
「
洋
才
和
魂
の
法
學
者
－
ー
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
墨
痙
牛
生
の
生
涯
ー
」
昭
和
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
、
蕉
民
法
の
存
在
を
高
く
評
憤
さ
れ
て
い
た
。

　
「
法
典
調
査
會
議
事
速
記
録
」
日
本
學
術
振
興
會
版
・
第
五
一
巻
一
五
〇
枚
表
。

中
川
善
之
助
編
「
註
繹
親
族
法
」
上
巻
・
四
頁
。

青
山
道
夫
「
養
子
」
法
學
理
論
篇
・
七
九
頁
－
八
○
頁
。
青
山
敏
授
も
、
穂
積
博
士
、
中
川
教
授
と
同
じ
く
明
治
民
法
養
子
制
度
の
多
元
性
を
み
と
め
て
お

明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
（
七
〇
五
）

二
十
六
日

・
帝
國
大
學
新
聞
）



　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度

ら
れ
る
（
前
掲
書
・
八
四
頁
ー
八
五
頁
）
。
こ
の
黙
か
ら
考
え
る
と
、

お
ら
れ
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
明
確
に
は
蓮
べ
て
お
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
　
　
（
七
〇
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
ち

養
子
制
度
に
關
す
る
限
り
は
、
奮
民
法
の
方
が
よ
り
保
守
的
で
あ
つ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て

二
　
奮
民
法
編
纂
過
程
に
お
け
る
養
子
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繭
　
第
剛
草
案
に
お
け
る
養
子
制
度

　
明
治
二
十
年
十
月
二
十
一
日
、
外
務
省
か
ら
司
法
省
に
移
つ
た
法
律
取
調
委
員
會
に
お
い
て
、
奮
民
法
人
事
編
の
第
一
草
案
が
起
草
さ
れ
、
翌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

二
十
一
年
十
月
の
初
め
に
完
成
し
た
事
情
と
経
過
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
拙
稿
に
お
い
て
詳
論
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
く
り
か
え
さ
な
い
。
ま
た
、

そ
の
第
一
草
案
に
特
に
つ
よ
い
影
響
を
あ
た
え
た
の
は
當
時
の
フ
ラ
ソ
ス
民
法
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
全
艦
的
に
み
て
公
布
さ
れ
た
奮
民
法
あ

る
い
は
明
治
民
法
に
比
較
す
る
と
、
近
代
西
洋
民
法
の
構
造
に
は
る
か
に
接
近
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
進
歩
的
性
格
は
高
く
こ
れ
を
評
債
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
、
そ
の
際
、
私
が
く
わ
し
く
考
詮
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
第
輩
案
に
諄
る
養
子
鍵
の
立
藝
日
に
つ
い
て
、
「
暴
萎
全
編
理
由
琶
簑
の
ご
と
く
染
て
い
る
（
鐘
．
無
蝶

鍬
）
．

　
　
縁
組
ノ
廣
ク
行
ハ
ル
ル
所
以
ヲ
察
ス
ル
ニ
、
第
一
、
宗
教
上
ノ
必
要
二
出
テ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
帥
チ
組
先
ノ
祭
祀
ヲ
絶
タ
サ
ル
ノ
主
意
ニ
シ

　
テ
、
古
代
ノ
人
情
二
於
テ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
死
者
ハ
此
世
ヲ
去
ル
ト
錐
モ
、
棺
榔
以
テ
之
ヲ
埋
葬
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
幽
魂
彷
復
ト
シ

　
テ
寄
ル
所
ヲ
得
ス
。
歳
時
墳
墓
露
壇
ヲ
溝
掃
シ
、
酒
食
ヲ
供
へ
、
祀
典
ヲ
致
ス
ニ
非
サ
レ
ハ
、
死
者
鰻
餓
シ
テ
安
ソ
ス
ル
ヲ
得
ス
。
若
シ
一
家

　
断
絶
ス
ル
ト
キ
ハ
、
死
者
其
子
孫
ノ
追
養
ヲ
得
ス
シ
テ
、
其
不
幸
如
何
ソ
ヤ
。
故
二
一
家
ノ
縫
績
ハ
、
宗
教
上
最
モ
緊
要
ナ
ル
原
則
ニ
シ
テ
、

　
縁
組
ハ
之
ヲ
綴
績
セ
シ
ム
ル
ノ
制
度
ナ
リ
。
第
二
、
貴
族
政
鰹
ノ
國
二
於
テ
ハ
、
縁
組
ノ
制
常
二
盛
ソ
ナ
ル
ヲ
見
ル
。
右
族
名
家
慶
絶
ス
ル
ト

　
キ
ハ
、
其
國
ノ
政
燈
ヲ
攣
更
ス
ル
ニ
至
ル
ヘ
キ
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
保
存
ス
ル
爲
メ
養
子
ヲ
翁
ス
ノ
必
要
ア
リ
。
且
ッ
封
建
時
代
二
於
テ
ハ
、
嫁
名



ノ
構
絶
ハ
士
分
以
上
二
於
テ
忽
チ
世
豫
ヲ
失
フ
ニ
至
リ
シ
ヲ
以
テ
、
縁
組
ノ
必
要
ナ
リ
シ
ハ
深
ク
怪
ム
ニ
足
ラ
ス
。
第
三
、
我
國
二
於
テ
縁
組

ノ
制
ハ
街
ホ
経
濟
上
ノ
必
要
ヲ
有
ス
ル
カ
如
シ
。
富
家
二
在
テ
ハ
子
女
相
當
ノ
年
齢
二
至
レ
ハ
父
母
之
二
娘
婿
ヲ
迎
へ
、
其
身
代
ヲ
譲
リ
、
躬

ラ
隠
居
シ
、
貧
家
二
在
テ
ハ
其
子
女
ノ
稼
業
二
依
頼
シ
生
活
ス
ル
ヲ
常
ト
ス
ル
カ
故
二
、
實
子
ナ
キ
者
ハ
勿
論
男
子
ナ
キ
者
モ
縁
組
ノ
必
要
ヲ

感
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
以
上
ノ
理
由
ハ
今
日
マ
テ
縁
組
ノ
盛
ソ
ナ
ル
所
以
ニ
シ
テ
、
西
洋
開
化
ノ
釜
傳
播
ス
ル
ニ
至
ラ
ハ
多
少
減
少
ス
ヘ
シ
ト
錐

　
モ
、
今
後
数
十
年
ノ
間
ハ
大
二
攣
更
ヲ
観
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
故
二
縁
組
ノ
制
ハ
民
法
上
重
要
ナ
ル
ハ
勿
論
、
幾
何
力
政
治
上
二
關
係
ア
ル
モ
ノ
ナ

　
レ
ハ
、
之
ヲ
規
定
ス
ル
ニ
臨
ミ
最
モ
注
意
ヲ
加
ヘ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。

　
　
我
國
ノ
縁
組
ハ
羅
馬
ノ
制
度
ト
大
二
類
似
ス
ト
錐
モ
、
佛
國
民
法
ト
ハ
全
ク
其
性
質
ヲ
異
ニ
セ
リ
。
佛
國
法
ノ
縁
組
ハ
殆
ソ
ト
相
績
人
ノ
設

定
二
過
キ
サ
レ
ト
モ
、
我
國
ノ
縁
組
ハ
民
法
上
親
子
ノ
關
係
ヲ
生
シ
、
養
子
ハ
其
實
家
ヲ
去
リ
養
家
二
入
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
佛
國
法
ヲ
以
テ
模
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
ト
爲
ス
ヲ
得
ヘ
カ
ラ
ス
。
且
ツ
縁
組
ハ
實
際
無
数
ノ
需
用
二
鷹
シ
我
國
親
属
法
ノ
基
本
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
其
條
件
法
式
ノ
如
キ
モ
佛
國
法
ノ

如
ク
嚴
重
ニ
シ
テ
窮
屈
ナ
ル
ト
キ
ハ
、
實
際
ノ
必
要
二
適
セ
サ
ル
ナ
ル
ヘ
シ
。
故
二
縁
組
ノ
規
則
ハ
之
ヲ
外
國
法
ヨ
リ
探
用
ス
ト
錐
モ
勉
メ
テ

慣
習
二
矯
セ
サ
ル
7
二
注
意
セ
サ
ル
ヘ
カ
・
三
駒
醗
叢
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ソ
ス
民
法
の
養
子
制
度
は
軍
な
る
「
相
績
人
ノ
設
定
」
で
あ
る
か
ら
「
模
範
ト
爲
ス
ヲ
得
」
ず
、
も
つ
ぱ
ら
我
が
慣
習
を
奪

重
し
て
立
案
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
立
法
趣
旨
は
、
養
子
制
度
に
關
す
る
規
定
の
裡
に
、
果
し
て
ど
の
よ
う
に
具
艦
化
さ
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
か
．
笙
菱
窒
け
る
養
子
製
の
規
譲
、
誇
考
奄
の
夏
つ
轟
猷
磐
罐
稗
護
を
）
．

　
　
　
　
第
七
章
縁
組

第
百
九
十
六
條
　
法
律
ハ
三
種
ノ
縁
組
印
チ
普
通
ノ
縁
組
婚
姻
二
由
ル
縁
組
及
ヒ
遺
囑
ノ
縁
組
ヲ
認
許
ス

　
縁
組
ハ
一
旦
成
立
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
駿
棄
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度

五

（
七
〇
七
）



　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
　
　
（
七
〇
八
）

本
章
ノ
條
例
ハ
特
別
二
規
定
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
三
種
ノ
縁
組
二
適
用
ス

　
「
婚
姻
二
由
ル
縁
組
」
は
婿
養
子
で
あ
り
、
　
「
遺
囑
ノ
縁
組
」
は
遺
言
養
子
で
あ
る
。
當
時
の
フ
ラ
ソ
ス
民
法
は
、
普
通
養
子
（
銭
。
宮
凶
自

。
注
甘
巴
3
）
及
び
特
別
養
子
と
し
て
返
報
（
酬
恩
）
養
子
（
＆
。
讐
一
睾
急
旨
量
9
辞
身
Φ
）
と
遺
言
養
子
（
＆
。
喜
幽
§
＄
・
富
ヨ
睾
富
ぼ
Φ
）
の
三
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

類
を
み
と
め
て
い
た
が
、
日
本
で
は
例
の
な
い
返
報
養
子
の
代
り
に
婿
養
子
を
入
れ
た
草
案
の
養
子
形
態
は
、
こ
れ
ま
で
の
わ
が
慣
習
を
探
用

し
た
も
の
と
み
て
い
い
。
し
か
し
、
草
案
は
明
治
初
期
の
法
制
に
み
ら
れ
る
「
死
後
養
子
」
（
死
跡
養
子
）
は
み
と
め
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
を

「
縁
組
ハ
親
子
ノ
關
係
ヲ
造
成
セ
ソ
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
死
者
ノ
爲
メ
他
人
ヨ
リ
養
子
ヲ
爲
ス
ハ
甚
タ
其
謂
ハ
レ
ナ
キ
カ
如
シ
。
提
レ
家
督

相
績
人
ノ
馨
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
養
子
ト
看
徹
サ
サ
ル
ヲ
至
掌
リ
ト
」
（
蟄
難
）
し
て
い
る
．
元
來
、
明
治
初
期
の
喬
無
け
る
養
孟
、

除
族
者
、
失
踪
者
の
跡
を
つ
ぐ
相
績
人
、
絶
家
の
再
興
人
、
入
夫
、
幼
年
戸
主
の
地
位
を
つ
ぐ
特
別
の
相
績
人
等
、
近
代
民
法
の
観
念
で
は
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

定
ま
た
は
選
定
相
績
人
と
み
ら
れ
る
も
の
ま
で
も
含
む
多
元
的
概
念
で
あ
つ
た
が
、
草
案
が
こ
れ
ら
の
も
の
を
整
理
し
、
上
掲
三
種
の
形
式
に

限
定
し
た
こ
と
は
、
養
子
縁
組
を
純
粋
に
「
契
約
」
と
考
え
た
が
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
黙
で
は
、
フ
ラ
ソ
ス
民
法
の
明
確
な
概
念
構

成
を
縫
受
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
本
條
第
二
項
は
、
養
子
縁
組
の
離
縁
を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
ぎ
規
定
で
あ
る
。
元
來
、
フ
ラ
ソ
ス
養
子
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

度
の
著
し
い
特
色
の
一
つ
は
、
何
等
の
離
縁
規
定
も
有
し
な
い
こ
と
で
あ
つ
た
。
草
案
が
そ
の
制
度
を
縫
受
し
た
こ
と
は
孚
い
え
な
い
。
理
由

書
は
、
そ
の
原
因
と
し
て
、
e
離
縁
を
許
す
と
、
す
で
に
獲
得
し
た
相
績
分
が
あ
る
場
合
に
そ
れ
を
返
還
す
べ
き
か
否
か
で
不
都
合
を
生
ず
る
。

返
還
す
る
と
す
れ
ば
、
既
得
穫
侵
害
に
な
り
、
返
還
し
な
い
と
す
れ
ば
、
養
家
の
財
産
を
實
家
に
移
す
こ
と
に
な
り
、
不
合
理
で
あ
る
。
ω
婿

養
子
の
場
合
に
離
縁
と
離
婚
の
關
係
を
ど
う
す
る
か
、
合
理
的
な
解
決
が
む
ず
か
し
い
。
日
養
親
子
が
不
和
の
と
き
は
、
別
居
す
れ
ば
よ
い
。

㈲
未
成
年
者
が
養
子
の
場
合
、
成
年
に
な
る
に
及
ん
で
そ
の
意
思
に
よ
り
離
縁
を
許
す
は
、
一
見
條
理
に
か
な
う
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は

身
分
不
確
定
の
弊
に
陥
る
ー
ー
の
四
黙
を
あ
げ
て
い
る
（
櫛
鵜
選
咄
曙
杣
慰
）
。



　
　
　
　
　
第
一
節
縁
組
ノ
爲
メ
必
要
ナ
ル
條
件

第
百
九
十
七
條
　
何
人
ト
錐
モ
満
四
十
年
以
上
ニ
シ
テ
且
ツ
其
養
ハ
ソ
ト
ス
ル
者
ヨ
リ
年
長
ナ
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
養
子
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

　
然
レ
ト
モ
四
十
年
未
瀟
ノ
者
ト
錐
モ
婚
姻
二
依
リ
養
子
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

　
遺
囑
ヲ
以
テ
養
子
ヲ
爲
ス
ノ
能
カ
ハ
遺
囑
ヲ
爲
ス
能
力
二
關
ス
ル
規
則
二
從
フ

　
　
フ
ラ
ソ
罠
婆
塞
親
の
年
齢
を
五
＋
叢
上
と
し
、
且
つ
養
親
と
季
の
年
齢
の
開
婁
＋
葦
以
上
と
し
て
い
た
が
（
醗
誰
￥
日

　
本
人
の
短
命
か
ら
養
親
た
り
う
る
年
齢
を
十
年
引
き
下
げ
、
ま
た
婿
養
子
の
場
合
、
養
父
に
後
妻
（
養
母
と
な
る
べ
ぎ
者
）
が
あ
る
と
き
、
そ
の

年
齢
が
比
較
的
若
い
こ
と
を
慧
し
て
、
年
齢
の
開
き
壁
に
「
年
長
」
に
詣
め
た
の
墓
る
（
纏
轄
難
）
．
さ
ら
に
フ
ラ
ン
罠
法

　
と
は
異
な
り
（
臨
嘱
籠
）
、
未
成
年
者
が
養
子
と
な
る
こ
と
を
特
に
禁
じ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
理
由
書
は
「
未
成
年
者
ノ
縁
組
ハ
我
國
ノ

　
慣
習
二
於
テ
最
モ
盛
ソ
ナ
ル
所
ニ
シ
テ
、
婚
姻
二
由
ル
縁
組
ノ
外
ハ
概
ネ
然
ラ
サ
ル
ハ
ナ
シ
」
「
縁
組
ハ
未
成
年
者
ヲ
養
子
ト
爲
ス
ヲ
得
ル
ニ

　
非
サ
レ
ハ
、
其
目
的
ヲ
達
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。
成
年
者
二
封
シ
忽
然
親
愛
ノ
情
ヲ
護
ス
ル
ハ
決
シ
テ
之
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
其
情
ヲ
襲
ス
ル
ハ
童
見
ノ

　
稚
弱
可
憐
ナ
ル
ニ
由
ル
…
…
愛
情
ハ
幼
弱
二
原
由
シ
孝
心
ハ
恩
義
二
護
生
ス
ヘ
シ
。
故
二
未
成
年
者
ノ
縁
組
ヲ
允
許
セ
サ
レ
ハ
、
殆
ソ
ト
其
眼

目
ヲ
奪
フ
真
ナ
ラ
サ
ル
ヘ
シ
」
（
認
難
書
）
と
述
べ
て
い
る
．
フ
ラ
ソ
罠
奈
未
整
者
の
華
を
餐
た
の
は
、
そ
の
特
長
2
つ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
あ
つ
て
、
養
子
縁
組
が
契
約
で
あ
る
と
い
う
思
想
に
徹
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
草
案
は
前
述
の
ご
と
く
根
本
的
に
は
契
約
思
想
を
探
り

　
入
れ
て
は
い
た
が
（
窒
條O
×
さ
す
が
に
未
成
年
養
子
が
多
い
と
い
う
わ
が
國
現
實
の
事
態
は
、
こ
れ
を
無
硯
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
未
成
年
養

　
子
は
「
親
愛
ノ
情
ヲ
獲
ス
ル
」
に
便
利
で
あ
る
と
い
う
黙
を
張
調
し
て
、
む
し
ろ
積
極
的
に
そ
れ
を
承
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ソ
ス
法
は

　
「
模
範
ト
爲
ス
ヲ
得
ズ
」
と
い
う
立
場
が
、
こ
こ
に
は
現
わ
れ
て
い
る
と
み
て
い
い
。
な
お
、
第
二
項
及
び
第
三
項
は
婿
養
子
並
び
に
遺
言
養

子
の
場
合
の
例
窺
ξ
あ
る
が
・
第
三
項
の
葱
退
言
能
力
は
＋
四
藍
上
鳳
羅
産
零
馨
、
響

第
百
九
十
八
條
　
自
家
二
正
出
若
ク
ハ
庶
出
ノ
子
孫
叉
ハ
養
子
ア
ル
者
ハ
特
許
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
養
子
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
婚
姻
叉
ハ
遺

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
　
　
（
七
〇
九
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
蓉
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凡
　
　
　
（
七
一
〇
）

　
囑
二
由
ル
縁
組
ハ
此
例
二
在
ラ
ス

　
特
許
ハ
正
當
ノ
理
由
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
與
フ
可
カ
ラ
ス

　
　
本
條
は
、
子
あ
る
者
が
養
子
を
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
規
定
で
あ
る
。
庶
出
子
は
認
知
の
有
無
を
問
わ
な
い
。
す
な
わ
ち
公
布
さ
れ
た
奮
民
法

及
び
明
治
民
法
に
い
わ
ゆ
る
「
撃
」
と
「
私
生
子
」
の
薯
を
ふ
く
む
（
嘉
簾
）
．
ま
た
、
い
ず
れ
の
子
に
も
男
女
の
嘉
窪
℃
、
さ

ら
に
「
胎
内
見
」
享
の
概
念
壕
く
嚢
て
い
た
．
正
當
蓮
由
と
㌢
の
は
、
子
が
失
踪
し
て
不
在
の
場
合
（
雄
を
慧
し
て
い
た

（
鞭
羅
V
．
理
由
書
の
執
筆
者
熊
慧
三
は
、
失
踪
以
外
の
理
由
は
菱
ら
紮
い
も
、
む
し
ろ
條
文
を
改
め
、
そ
の
旨
を
明
示
す
べ
き

で
あ
る
と
し
て
い
る
（
胴
難
〉
．

　
　
フ
ラ
ン
罠
法
の
普
通
季
慮
、
庶
掌
の
存
窪
籍
の
妨
げ
と
窪
つ
て
い
な
い
の
に
反
し
（
肇
籠
）
、
草
案
が
そ
れ
を
し
も
縁
組

　
の
阻
害
條
件
に
し
た
の
は
、
そ
の
起
草
を
指
導
し
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
意
見
の
影
響
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
は
子
有
る
者
の
縁
組
を
極
力
排
斥
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
草
案
の
「
原
案
」
で
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
倣
つ
て
、
養
子
の
場
合
に
限
つ
て

は
何
人
で
も
み
と
め
た
よ
う
で
あ
る
が
、
草
案
で
は
藍
の
よ
乏
饗
さ
れ
て
い
た
．
熊
野
は
そ
の
原
案
の
方
を
毒
し
て
い
る
（
翻
憂
）
．

第
百
九
十
九
條
　
後
見
人
ハ
其
管
理
ノ
計
算
ヲ
爲
サ
サ
ル
前
二
其
後
見
ス
ル
未
成
年
者
ヲ
養
子
ト
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
遺
囑
ノ
縁
組
ハ
此
例
二

　
在
ラ
ス

　
管
理
ノ
計
算
ハ
未
成
年
者
ノ
副
後
見
人
二
之
ヲ
爲
シ
親
族
會
ノ
允
許
二
付
ス

　
　
本
條
第
一
項
前
段
は
當
時
の
イ
タ
リ
ー
民
法
第
二
〇
七
條
「
後
見
人
ハ
其
管
理
ス
ル
所
ノ
財
産
ノ
決
算
ヲ
爲
ス
ノ
以
後
二
非
レ
ハ
則
チ
其
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

　
見
ノ
罐
下
二
在
ル
ノ
人
ヲ
養
子
ト
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
に
範
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
百
條
　
配
偶
者
ア
ル
者
ハ
其
承
諾
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
養
子
ヲ
爲
シ
又
ハ
養
子
ト
爲
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
配
偶
者
ノ
失
踪
宣
言
ア
リ
タ
ル
ト
キ

　
ハ
此
例
二
在
ラ
ス
遺
囑
ヲ
以
テ
養
子
ヲ
爲
ス
ト
キ
亦
同
シ



註

第
二
十
五
條
　
縁
組
ハ
養
子
ト
養
親
及
ヒ
其
血
族
ト
ノ
間
二
民
法
上
ノ
血
族
ト
同
シ
キ
關
係
ヲ
生
ス

　
夫
婦
ノ
一
方
ト
他
ノ
一
方
ノ
子
ト
ノ
關
係
ハ
親
子
二
準
ス

第
二
十
六
條
第
一
項
　
姻
薦
ト
ハ
婚
姻
二
因
リ
夫
婦
ノ
一
方
ト
其
配
偶
者
ノ
血
族
ト
ノ
間
二
生
ス
ル
關
係
ヲ
云
フ

第
百
條
第
二
項
　
夫
ハ
婦
ヲ
佳
居
二
迎
待
シ
婦
ハ
夫
ノ
佳
居
ヲ
定
ム
ル
虚
二
随
行
ス
可
シ

　
本
條
は
、
配
偶
者
を
有
す
る
者
の
縁
組
の
規
定
で
あ
る
。
配
偶
者
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
承
諾
を
得
て
各
自
輩
濁
で
養
子
を
な
し
う
る
。
配

偶
者
を
有
す
る
者
が
養
子
と
な
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
但
し
、
配
偶
者
が
失
踪
宣
言
を
う
け
て
い
る
と
き
と
、
遺
言
養
子
の
場
合
に
は
そ
の

承
諾
は
必
要
で
な
い
。
夫
婦
各
別
に
養
子
を
な
し
う
る
實
釜
と
し
て
、
6
夫
の
み
が
四
十
歳
以
上
な
ら
ば
、
妻
は
若
く
と
も
養
子
を
な
す
こ
と

が
で
き
る
。
け
夫
婦
の
一
方
の
庶
出
子
ま
た
は
前
婚
の
子
を
、
他
の
一
方
が
養
子
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
他
家
に
嫁
し
た
る
女
が
實
家
を

再
興
す
る
場
合
擾
利
墓
る
ー
塞
げ
て
い
る
（
魏
難
V
．
こ
の
難
が
從
來
の
慣
習
の
肇
墓
つ
て
、
フ
ラ
ソ
ス
民
法
（
麺
纏

受
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
夫
婦
が
共
同
し
て
養
子
を
な
す
こ
と
も
み
と
め
て
は
い
る
（
獄
驚
〉
。
配
偶
者

あ
る
者
が
、
そ
の
承
諾
を
え
て
養
子
を
な
し
た
場
合
、
承
諾
を
あ
た
え
た
配
偶
者
と
養
子
と
の
關
係
は
親
子
に
準
ず
る
（
伽
五
〉
。
　
こ
の
「
親
子

二
準
ス
ル
」
の
意
睦
「
・
嚢
上
ノ
ー
・
一
シ
テ
・
親
子
ノ
輪
霧
ヲ
生
ス
ヘ
キ
竃
の
で
は
鉾
魂
難
書
V
．
す
な
わ
ち
、
裟
農

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
夫
婦
が
共
同
し
て
養
子
を
な
せ
ば
、
養
子
は
養
父
母
に
繋
し
て
同
時
に
正
出
子
（
嫡
出
子
）
關
係
が
生
ず
る
。

夫
が
妻
の
承
諾
を
え
て
養
子
と
な
る
と
き
、
妻
は
夫
旋
つ
美
の
養
親
の
家
に
入
る
が
（
一
一
一
卿
齪
〉
、
そ
の
場
合
、
そ
の
妻
美
の
養
親
と

の
間
は
姻
族
と
な
る
の
か
ど
う
か
。
第
二
十
六
條
が
姻
属
の
關
係
を
婚
姻
の
場
合
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
沿
極
に
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
理
由
書
は
「
婦
ハ
其
夫
二
服
從
ス
ヘ
キ
義
務
ア
レ
ハ
自
由
二
他
人
ノ
養
子
ト
爲
ル
ヲ
允
許
ス
ル
ハ
相
當
ナ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」

へ
満
鴫
鯉
軸
書
〉
と
い
』
）
が
、
「
自
由
」
で
は
な
く
、
夫
の
承
諾
を
得
れ
ば
、
妻
も
箪
猫
で
養
子
と
な
り
う
る
趣
旨
な
の
か
。
第
百
條
第
二
項
か
ら

み
る
と
、
妻
の
場
合
は
た
と
え
夫
の
承
諾
を
う
け
て
も
、
す
く
な
く
と
も
軍
猫
で
そ
の
養
親
の
家
に
入
る
が
ご
と
き
養
子
に
は
な
れ
な
い
も
の

　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
（
七
一
一
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
　
　
（
七
コ
ぴ

　
と
考
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
疑
問
が
生
ず
る
の
は
、
立
法
上
の
不
備
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
次
に
、
夫
婦
が
共
同
し
て
養
子
と
な
る
こ
と
は
、
こ
れ
も
明
文
は
な
い
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
第
二
百
三
條
（
鍛
鵬
）
の
立
法
理
由
に
「
養

子
財
産
ヲ
所
持
ス
ヘ
キ
菲
サ
レ
ト
、
夫
饗
子
ノ
場
合
ノ
如
キ
ハ
否
ラ
ス
、
故
ニ
コ
ノ
規
則
ヲ
撃
畜
」
（
魏
狸
薯
髪
）
と
あ
る
の

　
は
、
暗
獣
の
裡
に
夫
婦
養
子
を
み
と
め
た
謹
擦
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
家
督
相
績
に
よ
つ
て
戸
主
と
な
つ
た
者
で
な
け
れ
ば
、
戸
主
（
例
え

ば
分
家
し
芦
主
）
虜
つ
て
も
、
そ
の
家
を
慶
し
て
他
家
の
養
子
と
な
り
乞
こ
と
窪
意
す
べ
婁
あ
ろ
久
驕
錠
鯉
〉
．

第
二
百
一
條
　
何
人
ト
錐
モ
夫
婦
ノ
養
子
ト
爲
ル
ノ
外
同
時
叉
ハ
順
次
二
藪
人
ノ
養
子
ト
爲
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
理
由
書
に
は
「
我
國
ノ
慣
脅
二
依
レ
ハ
養
子
ヲ
爲
シ
更
二
之
ヲ
他
家
ノ
養
子
二
爲
ス
ノ
風
ア
レ
ト
モ
今
之
ヲ
探
用
セ
ス
」
（
悌
靴
舞
一
）
と
い
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
て
い
る
が
、
す
く
な
く
と
も
明
治
八
年
以
降
は
、
そ
う
し
た
慣
召
は
太
政
官
指
令
に
よ
り
否
定
さ
れ
て
い
た
。
高
柳
博
士
は
「
明
治
初
年
の
伺

　
文
の
中
に
は
再
縁
組
の
慣
行
の
存
す
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
が
少
く
な
い
か
ら
、
前
代
の
普
通
法
の
下
で
は
行
は
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
想

　
檬
さ
れ
る
。
養
父
爾
名
を
幣
す
る
こ
と
が
、
實
際
上
ど
れ
だ
け
の
不
都
合
が
あ
る
か
と
宏
ふ
間
題
に
は
鰯
れ
な
い
で
、
唯
親
と
名
の
付
く
者
が

　
二
人
三
人
あ
る
こ
と
は
理
窟
に
合
は
ぬ
と
云
ふ
、
自
然
法
的
な
開
化
時
代
の
論
理
が
こ
の
規
定
（
指
令
の
意
味
－
手
塚
註
）
を
生
み
出
し
た
の
で

　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
は
な
か
ら
う
か
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
理
由
書
が
、
そ
う
し
た
明
治
初
期
の
法
制
を
誤
つ
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
、
本
條
が
フ
ラ
ソ
ス
民
法

の
墾
虜
る
（
臨
羅
）
馨
と
い
え
考
．

第
二
百
二
條
　
家
督
相
績
ヲ
爲
シ
戸
主
ト
爲
リ
タ
ル
者
ハ
他
人
ノ
養
子
ト
爲
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
設
　
第
三
百
九
十
三
條
　
家
族
ハ
婦
及
ヒ
未
成
年
者
ヲ
除
ク
ノ
外
分
家
ヲ
爲
シ
又
ハ
親
薦
二
係
ル
慶
絶
家
ヲ
再
興
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
明
治
初
期
の
法
制
で
は
、
戸
主
は
原
則
と
し
て
他
家
の
養
子
と
は
な
れ
な
か
つ
た
が
、
本
家
相
績
、
生
活
困
難
の
場
合
に
は
例
外
が
み
と
め

　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
ら
れ
て
い
た
。
本
案
は
「
縁
組
ハ
一
家
ヲ
綴
績
ス
ル
ノ
主
意
ニ
シ
テ
家
督
相
績
ヲ
爲
シ
タ
ル
者
他
家
ノ
養
子
ト
爲
ル
ヲ
得
ハ
其
家
忽
チ
断
絶
ス

ヘ
シ
」
（
蜷
難
書
）
と
の
立
場
か
ら
、
そ
う
し
た
例
外
に
は
窃
留
意
セ
い
な
い
．
な
お
、
理
皇
尼
よ
る
と
「
家
督
ヲ
爲
サ
サ
簡
ハ
長



子
ト
讐
、
堕
昼
他
家
ノ
養
子
ト
爲
ル
ヲ
妨
ヶ
ス
」
（
調
繭
塾
）
も
て
い
る
．
長
子
と
讐
、
分
家
の
畠
を
有
し
を
ム
葱
と
罎

　
じ
、
草
案
が
法
定
推
定
家
督
相
績
人
に
封
し
て
は
、
何
の
制
約
を
も
與
え
な
か
つ
た
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
第
二
節
　
縁
組
ノ
法
式

第
二
百
三
條
　
普
通
ノ
縁
組
ハ

契
約
ヲ
以
テ
之
ヲ
爲
ス
モ
ノ
ト
ス

　
縁
組
契
約
ハ
養
親
又
ハ
養
子
ノ
佳
所
若
ク
ハ
居
所
ノ
身
分
取
扱
人
ノ
前
二
於
テ
謹
人
二
人
ノ
立
會
ニ
テ
之
ヲ
爲
ス
可
シ

　
　
本
條
は
、
養
子
縁
組
が
純
粋
な
「
契
約
」
で
あ
る
と
い
う
思
想
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
フ
ラ
ソ
ス
民
法
の
縁
組
は
最
絡
的
に
裁
到
所
の
認
許

を
要
し
た
が
（
墾
辱
菱
は
そ
れ
を
「
饗
・
攣
劣
如
シ
る
制
鵡
難
書
）
と
し
濠
髪
か
つ
た
の
で
あ
る
．

第
二
百
四
條
　
未
成
年
者
ノ
縁
組
ハ
其
父
母
ノ
承
諾
ヲ
以
テ
之
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
但
シ
其
子
現
場
二
在
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

　
父
母
ノ
中
一
人
死
去
シ
叉
ハ
其
意
ヲ
表
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
一
人
ノ
承
諾
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス

第
二
百
五
條
一
父
母
共
二
死
去
シ
叉
ハ
其
意
ヲ
表
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
親
族
會
其
縁
組
ヲ
承
諾
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
育
児
院
二
在
リ
テ
父
母
ノ
知
レ
サ
ル
子
ノ
縁
組
ハ
院
長
之
ヲ
承
諾
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
百
六
條
　
未
成
年
者
ノ
縁
組
ハ
之
ヲ
爲
ス
地
ノ
地
方
裁
到
所
ノ
認
可
ヲ
経
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
未
成
年
者
二
封
シ
テ
完
成
セ
ス

　
裁
到
所
ノ
認
可
ア
リ
タ
ル
縁
組
ハ
契
約
ノ
日
ヨ
リ
其
効
果
ヲ
生
ス
可
シ

第
二
百
七
條
　
右
二
就
キ
未
成
年
者
ノ
代
表
人
ハ
契
約
ヨ
リ
一
介
月
内
二
契
約
書
ノ
謄
本
ヲ
地
方
裁
到
所
長
二
差
出
ス
可
シ

　
裁
到
所
ハ
其
縁
組
ノ
條
件
完
備
ス
ル
ヤ
其
縁
組
ハ
未
成
年
者
ノ
爲
メ
不
利
釜
ト
爲
ラ
サ
ル
ヤ
及
ヒ
其
養
親
ハ
不
名
碁
ノ
者
二
非
サ
ル
ヤ
ヲ
考
査

　
シ
會
議
局
二
於
テ
検
事
ノ
意
見
ヲ
鶏
キ
他
ノ
手
績
ヲ
要
セ
ス
又
理
由
ヲ
付
セ
ス
軍
二
縁
組
ヲ
允
許
ス
若
ク
ハ
縁
組
ヲ
允
許
セ
ス
ト
宣
一
言
ス
ヘ
シ

第
二
百
八
條
　
縁
組
ノ
契
約
ヲ
爲
シ
未
タ
地
方
裁
到
所
ノ
認
可
ヲ
維
サ
ル
前
二
養
親
ノ
死
去
シ
タ
ル
ト
キ
ト
難
モ
未
成
年
者
ノ
代
表
人
ハ
其
手
績

　
ヲ
縫
績
シ
縁
組
ヲ
完
成
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
薯
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
　
　
（
七
二
二
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
　
（
七
一
四
）

　
　
こ
れ
ら
は
、
未
成
年
者
を
養
子
と
す
る
場
合
の
特
別
な
規
定
で
あ
る
。
前
述
の
ご
と
く
草
案
は
フ
ラ
ソ
ス
民
法
に
倣
い
、
縁
組
を
純
樺
に
契

約
と
老
え
た
。
從
つ
て
未
成
年
者
の
縁
組
を
み
と
め
る
場
合
、
當
然
に
未
成
年
者
に
は
契
約
の
承
諾
能
力
な
し
の
問
題
に
當
面
す
る
。
フ
ラ
ソ

　
ス
民
法
は
、
こ
の
問
題
を
嚴
格
に
考
え
、
未
成
年
養
子
を
否
定
し
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
未
成
年
養
子
を
積
極
的
に
み
と
め
た
草
案
は
、
契

約
の
承
諾
者
に
未
成
年
者
の
父
母
も
し
く
は
そ
れ
に
代
る
べ
き
者
を
充
て
、
未
成
年
者
の
承
諾
無
能
力
の
問
題
を
解
決
せ
ん
と
し
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
む

る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
生
ず
る
弊
害
を
避
け
る
た
め
、
成
年
者
を
養
子
に
す
る
場
合
に
比
較
し
て
よ
り
嚴
重
な
規
則
を
お
い
た
の
で
あ

　
る
。
特
に
裁
到
所
を
關
與
せ
し
め
た
趣
旨
は
「
我
國
予
於
テ
ハ
…
…
女
子
ヲ
養
ヒ
之
ヲ
藝
妓
ナ
ト
ニ
爲
ス
ノ
實
例
ヲ
見
ル
。
成
年
者
ハ
完
全
ノ

能
カ
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
別
二
法
律
ノ
干
渉
ヲ
要
セ
ス
ト
難
モ
、
未
成
年
者
ノ
縁
組
二
付
テ
ハ
此
弊
害
ヲ
豫
防
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
故
二

葬
所
二
於
テ
養
親
ハ
不
暮
ノ
人
菲
サ
ル
ヤ
ヲ
調
妻
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
ナ
セ
リ
」
（
議
難
書
）
と
し
て
い
る
．
こ
れ
に
吉
、
明
治
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
降
に
お
い
て
も
な
お
存
在
し
た
い
わ
ゆ
る
「
奴
隷
制
養
子
」
を
防
遇
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
立
法
者
の
先
騙
的
意
圖
は
賞

　
讃
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
企
圖
を
達
成
す
る
た
め
設
け
ら
れ
た
法
式
は
、
ほ
と
ん
ど
全
て
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
普
通
養
子
の
法
式
を
、

若
霧
更
し
て
借
用
し
奄
の
墓
つ
た
（
肇
一
嘉
鰺
．
な
お
第
舌
四
條
但
書
の
「
葦
場
二
在
ル
コ
ト
ヲ
要
」
は
「
未
肇
者
縁

組
ノ
現
場
二
奪
テ
之
ヲ
楚
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
要
」
の
書
談
聾
奄
の
と
さ
れ
て
い
る
（
晶
到
麺
穆
）
．

第
二
百
九
條
　
身
分
取
扱
人
ハ
豫
メ
双
方
ヨ
リ
左
ノ
書
類
ヲ
呈
示
セ
シ
ム
可
シ

　
一
　
双
方
ノ
出
生
謹
書
若
ク
ハ
之
二
代
用
ス
ル
保
誰
書

　
二
　
養
親
佳
所
ノ
身
分
謹
書
ノ
簿
冊
二
記
載
シ
タ
ル
正
出
子
庶
出
子
及
ヒ
養
子
ナ
キ
コ
ト
ヲ
詮
ス
ル
認
定
書
又
ハ
縁
組
ノ
特
許
書

　
三
　
配
偶
者
ア
ル
ト
キ
ハ
其
承
諾
書
失
踪
ノ
宣
言
書
若
ク
ハ
死
去
詮
書

　
四
　
副
後
見
人
二
管
理
ノ
計
算
書
ヲ
差
出
シ
タ
ル
誰
明
書

第
二
百
十
條
　
身
分
取
扱
人
ハ
縁
組
ノ
妨
碍
ト
爲
ル
ヘ
キ
法
律
上
ノ
原
由
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
其
縁
組
ヲ
拒
ム
コ
ト
ヲ
得
ス



身
分
取
扱
人
ハ
其
拒
絶
ノ
理
由
ヲ
明
記
シ
タ
ル
拒
絶
書
ヲ
授
付
ス
可
シ

　
當
事
者
其
担
絶
ヲ
以
テ
不
當
ナ
リ
ト
思
料
ス
ル
ト
キ
ハ
之
二
罫
シ
テ
地
方
裁
剣
所
二
抗
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
フ
ラ
ソ
ス
民
法
で
は
、
裁
剣
所
が
全
て
の
縁
組
を
最
終
的
に
認
許
し
た
か
ら
、
縁
組
の
法
律
的
要
件
の
調
査
も
ま
た
裁
到
所
が
行
つ
た
が

（
誰
態
、
菱
鞍
組
の
契
約
を
身
盆
扱
人
の
所
箆
し
た
の
轟
誰
ざ
」
乞
窺
定
餐
か
れ
た
の
虜
る
。

第
二
百
十
一
條
　
婚
姻
ノ
章
第
七
十
八
條
及
ヒ
第
七
十
九
條
ノ
規
則
ハ
之
ヲ
縁
組
二
適
用
ス
但
シ
本
章
第
一
節
二
定
メ
タ
ル
條
件
二
違
背
セ
サ
ル

　
コ
ト
ヲ
要
ス

　
　
註
　
第
七
十
八
條
　
外
國
二
於
テ
日
本
人
ノ
ミ
ノ
間
又
ハ
日
本
人
ト
外
國
人
ト
ノ
間
ノ
婚
姻
ヲ
爲
ス
ト
キ
ハ
其
國
二
慣
用
ス
ル
規
則
二
從
ヒ
其
公
式
ヲ
行
フ
コ
ト

　
　
　
　
ヲ
得
但
シ
本
章
第
一
節
二
定
メ
タ
ル
條
件
二
違
背
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

　
　
　
第
七
十
九
條
　
日
本
人
ノ
ミ
ノ
間
婚
姻
ヲ
爲
ス
ト
キ
ハ
其
國
二
在
ル
帝
國
ノ
公
使
館
又
ハ
領
事
館
二
於
デ
帝
國
ノ
法
律
二
從
ヒ
婚
姻
ノ
公
式
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ

　
　
　
　
得

　
　
本
條
は
一
種
の
國
際
私
法
的
規
定
で
あ
る
。
本
條
に
準
用
さ
れ
て
い
る
第
七
十
八
條
、
第
七
十
九
條
は
フ
ラ
ッ
ス
民
法
第
百
七
十
條
の
模
倣

　
で
あ
る
。

第
二
百
十
二
條
　
婚
姻
二
由
ル
縁
組
ハ
婚
姻
ノ
公
式
二
因
テ
成
立
ス

　
此
場
合
二
於
テ
ハ
縁
組
二
必
要
ナ
ル
條
件
ノ
欠
嵌
ス
ル
ヲ
原
由
ト
シ
テ
婚
姻
ノ
章
二
定
ム
ル
規
則
二
從
ヒ
故
障
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

第
二
百
十
三
條
　
婚
姻
ノ
公
式
ヲ
行
フ
時
養
親
ハ
豫
メ
身
分
取
扱
人
二
縁
組
ヲ
爲
ス
ノ
意
思
ヲ
申
述
ス
可
シ

　
身
分
取
扱
人
ハ
養
子
ト
爲
ル
者
二
婚
姻
及
ヒ
縁
組
ヲ
承
諾
ス
ル
ヤ
ヲ
質
問
ス
可
シ

　
養
子
ト
爲
ル
者
ノ
婚
姻
二
與
フ
ル
承
諾
ハ
縁
組
ノ
承
諾
ヲ
帯
有
ス

　
　
こ
の
二
ヵ
條
は
、
婿
養
子
に
關
す
る
規
定
で
あ
る
。
明
治
初
期
の
婿
養
子
縁
組
で
は
、
養
子
縁
組
と
婚
姻
と
が
か
な
ら
ず
し
も
同
時
に
行
わ

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
　
　
　
（
七
一
五
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
　
　
（
七
一
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
19
）

れ
る
こ
と
は
必
要
で
な
く
、
縁
程
塔
姻
が
行
わ
れ
る
こ
と
ゑ
つ
た
．
草
案
は
、
そ
う
し
た
制
度
を
「
欝
」
（
藷
難
書
）
と
し
て
排
，

し
、
縁
組
と
婚
姻
と
は
同
時
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
．
し
た
が
つ
て
婚
姻
適
齢
＋
七
葉
満
の
男
（
鯛
）
籍
李
に
窪
れ

　
な
い
。

第
二
百
十
四
條
遺
囑
二
由
ル
縁
組
ハ
公
正
ノ
遺
囑
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
爲
ス
可
シ

　
此
縁
組
ハ
養
親
死
去
ノ
日
二
家
督
相
績
ヲ
爲
ス
ヘ
キ
正
出
若
ク
ハ
庶
出
ノ
子
孫
及
ヒ
生
存
者
間
ノ
養
子
ア
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
有
効
ト
ス

　
此
縁
組
ノ
受
諾
ハ
相
績
開
始
ノ
地
ノ
身
分
取
扱
人
二
之
ヲ
爲
ス
可
シ

第
二
百
十
五
條
　
養
子
ノ
未
成
年
中
二
遺
囑
ノ
開
始
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
第
二
百
四
條
及
ヒ
第
二
百
五
條
二
指
定
シ
タ
ル
者
縁
組
ヲ
受
諾
ス
可
シ

　
此
受
諾
ハ
第
二
百
七
條
ノ
手
績
二
從
ヒ
地
方
裁
剣
所
ノ
認
可
二
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
遺
言
養
子
に
關
し
て
は
、
明
治
初
期
の
法
制
に
も
典
掠
と
す
べ
ぎ
慣
習
法
を
敏
き
、
ま
た
フ
ラ
ソ
ス
の
そ
れ
は
準
後
見
關
係
（
ε
＄
一
δ
。
由
－

・
馨
）
笠
つ
者
の
間
に
の
み
み
と
め
ら
れ
蒔
別
季
で
餐
（
肇
藤
）
・
そ
の
装
晶
文
姦
い
て
い
た
の
馨
誉
馨
ず
・

　
草
案
は
猫
自
に
こ
れ
ら
二
ヵ
條
を
創
定
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
百
十
六
條
　
身
分
取
扱
人
ハ
縁
組
ノ
契
約
婚
姻
ノ
公
式
又
ハ
遺
囑
縁
組
ノ
受
諾
ノ
後
第
四
百
七
十
六
條
二
從
ヒ
縁
組
詮
書
ヲ
作
ル
可
シ

第
二
百
十
七
條
未
成
年
者
ノ
縁
組
ハ
第
四
百
七
十
八
條
二
從
ヒ
其
認
可
ノ
裁
到
ヲ
縁
組
謹
書
ノ
欄
外
二
追
記
シ
タ
ル
後
二
非
サ
レ
ハ
第
三
者
二

　
之
ヲ
封
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
縁
組
の
公
示
方
法
と
し
て
の
縁
組
謹
書
の
規
定
で
あ
る
。
第
四
百
七
十
七
條
及
び
第
四
百
七
十
八
條
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
　
　
　
　
第
三
節
　
縁
組
ノ
詮
撮

第
二
百
十
八
條
　
縁
組
ハ
縁
組
誰
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
謹
ス
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
が
正
し
い
！
手
塚
註
）

　
若
シ
縁
組
謹
書
ヲ
呈
示
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
身
分
謹
書
ノ
章
第
四
百
五
十
八
條
二
規
定
ス
ル
モ
ノ
ノ
外
荷
ホ
左
ノ
誰
書
二
依
リ
縁
組
ヲ



護
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

一
　
婚
姻
二
由
ル
縁
組
二
係
ル
ト
キ
ハ
其
事
由
ヲ
記
載
シ
タ
ル
婚
姻
讃
書

二
　
未
成
年
者
ノ
縁
組
二
係
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
認
可
シ
タ
ル
裁
到
宣
告
書

睡

第
四
百
五
十
六
條
　
身
分
護
書
ノ
簿
冊
ノ
設
備
ナ
ク
若
ク
ハ
中
絶
シ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
其
全
部
若
ク
ハ
一
部
ノ
殿
損
亡
滅
シ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
其
記
載
上
二
甚
シ

　
キ
蓮
式
若
ク
ハ
誤
脱
ア
リ
テ
信
用
ヲ
置
ク
可
カ
ラ
サ
ル
ト
キ
又
ハ
身
分
取
扱
人
ノ
詐
欺
若
ク
ハ
過
失
二
因
リ
身
分
謹
書
ヲ
作
ラ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
戸
籍
、
謹

　
人
若
ク
ハ
私
ノ
書
類
ヲ
以
テ
其
身
分
上
ノ
事
件
ヲ
謹
明
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
詐
欺
ヲ
以
テ
其
事
由
ヲ
醸
成
シ
タ
ル
者
ハ
此
限
二
左
ラ
ス

第
四
百
七
十
六
條
　
縁
組
護
書
ニ
ハ
左
ノ
諸
件
ヲ
記
載
ス
可
シ

十九八七六五四三二一
　
十
一

第
四
百
七
＋
七
條

第
四
百
七
＋
八
條

　
セ
シ
ム
可
シ

　
縁
組
ノ
認
可
ア
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
裁
判
所
書
記
ノ
通
知
二
依
リ
欄
外
追
記
ヲ
爲
ス
可
キ
モ
ノ
ト
ス

養
子

養
父
母
及
ヒ
實
父
母

養
子
ヲ
爲
ス
者
ノ
配
偶
者
ノ
承
諾
若
シ
承
諾
ヲ
得
ル
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
事
由

養
父
母
及
ヒ
養
子
ノ
承
諾
又
ハ
遺
囑
養
子
ノ
受
諾

未
成
年
者
ヲ
養
子
ト
爲
ス
ト
キ
ハ
其
父
母
又
ハ
親
族
會
ノ
許
諾

育
見
院
二
在
リ
テ
父
母
ノ
知
レ
サ
ル
子
ハ
院
長
ノ
許
諾

實
子
ア
ル
者
ノ
縁
組
二
付
テ
ハ
其
特
許

遺
囑
養
子
ハ
遺
囑
謹
書
ノ
日
附
及
ヒ
遺
囑
者
死
去
ノ
年
月
日
時

謹
人

婚
姻
二
由
ル
縁
組
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
事
由

　
養
子
ト
爲
リ
タ
ル
年
月
目
時
場
所

　
　
　
　
　
婚
姻
二
由
ル
縁
組
二
於
テ
ハ
婚
姻
誰
書
ノ
外
別
二
縁
組
誰
書
ヲ
作
ル
可
シ

　
　
　
　
　
地
方
裁
剣
所
二
於
テ
未
成
年
者
ノ
縁
組
ノ
認
可
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
當
事
者
ハ
ニ
奉
月
内
二
其
裁
到
宣
告
書
ヲ
縁
組
詮
書
ノ
欄
外
二
追
記

明
治
二
十
三
年
民
法
（
蕉
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度

一
五

（
七
　
七
）



　
　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
　
　
　
（
七
一
八
）

　
　
　
第
四
百
七
十
九
條
　
縁
組
ノ
不
成
立
及
ヒ
無
効
ノ
確
定
裁
剣
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
裁
剣
所
書
記
ヨ
リ
十
日
内
二
裁
剣
宣
告
書
ノ
謄
本
ヲ
身
分
取
扱
人
二
邊
達

　
　
　
　
　
シ
身
分
取
扱
人
ハ
縁
組
謹
書
ノ
欄
外
二
之
ヲ
追
記
ス
可
シ

第
二
百
十
九
條
　
婚
姻
誰
書
二
縁
組
ノ
事
由
ヲ
記
載
セ
サ
ル
ト
キ
ト
難
モ
身
分
ノ
占
有
ア
リ
テ
婚
姻
公
告
書
二
符
合
ス
ル
ト
キ
ハ
之
二
依
リ
其
縁

　
組
ヲ
謹
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
婚
姻
ノ
章
第
八
十
二
條
及
ヒ
第
八
十
四
條
ノ
規
則
ハ
之
ヲ
縁
組
二
適
用
ス

　
　
謡
　
第
八
十
二
條
　
夫
婦
ノ
間
二
於
ヶ
ル
ト
夫
婦
ト
第
三
者
ト
ノ
間
二
於
ヶ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
婚
姻
ノ
効
果
ヲ
求
ム
ル
爲
メ
ニ
身
分
ノ
占
有
ノ
ミ
ヲ
以
テ
婚
姻
ノ
成

　
　
　
　
　
立
ヲ
謹
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
　
　
　
　
然
レ
ト
モ
身
分
ノ
占
有
ア
リ
テ
婚
姻
鐙
書
二
符
合
ス
ル
ト
キ
ハ
其
謹
書
二
違
式
ア
リ
ト
錐
モ
占
有
ヲ
以
テ
其
謹
書
ノ
無
効
ヲ
補
フ

　
　
　
　
第
八
十
四
條
　
婚
姻
護
書
ヲ
檜
減
駿
棄
匿
奪
シ
若
ク
ハ
片
紙
二
記
載
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
刑
事
叉
ハ
民
事
ノ
訴
訟
二
依
リ
婚
姻
ノ
成
立
ヲ
認
メ
タ
ル
到
決
ハ

　
　
　
　
　
之
ヲ
身
分
鐙
書
ノ
簿
珊
二
記
載
シ
テ
婚
姻
謹
書
二
代
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
毫
鋒
舞
（
麺
と
箭
に
、
個
人
の
身
分
に
關
す
る
事
件
を
記
載
す
る
辮
も
て
、
身
分
馨
を
身
盆
嚢
更
鋳
鮒
）
篠

え
る
制
度
を
探
用
し
た
．
身
分
取
扱
人
は
市
町
村
長
で
あ
る
（
葡
嚢
裾
紺
）
．
こ
乞
た
身
釜
書
の
禦
㌢
毒
妻
く
フ
ラ
ソ
罠

法
の
模
倣
で
あ
る
（
蟹
華
3
．
し
か
し
、
フ
ラ
亥
暴
荏
身
釜
毒
緩
組
璽
・
窪
く
、
出
藷
書
に
そ
の
旨
嘉
記
す
る
の
み

で
あ
つ
た
が
義
國
ノ
縁
組
ハ
」
「
其
驚
多
ナ
ル
ヲ
以
テ
特
二
縁
組
馨
ヲ
作
ッ
」
た
の
で
あ
る
（
揃
墾
鵬
蘇
）
．
こ
乞
森
鶉
書

　
は
、
縁
組
の
公
示
方
法
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
そ
の
事
實
を
主
張
す
る
讃
嫁
方
法
で
も
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
第
四
節
　
縁
組
ノ
不
成
立
及
ヒ
無
効

第
二
百
二
十
條
縁
組
ハ
左
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
成
立
セ
ス

　
一
　
公
式
ヲ
敏
キ
タ
ル
ト
キ

　
ニ
　
人
違
二
由
リ
若
ク
ハ
心
紳
喪
失
ノ
時
縁
組
ヲ
爲
シ
タ
ル
ト
キ



　
三
　
裁
到
所
未
成
年
者
ノ
縁
組
ヲ
認
可
セ
ス
若
ク
ハ
當
事
者
期
限
内
二
其
認
可
ヲ
請
求
セ
サ
ル
ト
キ

　
　
草
案
に
お
い
て
「
不
成
立
」
ま
た
は
「
成
立
セ
ス
」
と
い
う
の
は
「
如
何
ナ
ル
効
果
ヲ
モ
生
セ
サ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
何
人
二
限
ラ
ス
何
時
ニ
テ

モ
之
呈
姿
ル
ヲ
得
ル
」
も
の
墓
る
（
魂
難
書
V
．

第
二
百
二
十
一
條
　
縁
組
ハ
第
一
節
二
定
ム
ル
條
件
ノ
一
ヲ
欲
キ
タ
ル
ト
キ
ハ
無
効
ト
ス

　
此
無
効
ハ
養
親
養
子
其
他
何
人
二
限
ラ
ス
現
實
ノ
利
釜
ヲ
有
ス
ル
者
ヨ
リ
何
時
ニ
テ
モ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
百
二
十
二
條
　
官
吏
ノ
管
轄
違
二
原
由
ス
ル
縁
組
ノ
無
効
ハ
何
人
ト
難
モ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
一
介
年
ヲ
過
キ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
請

　
求
ヲ
允
許
ス
可
カ
ラ
ス

　
　
こ
の
二
ヵ
條
は
、
絶
繋
的
無
効
の
規
定
で
あ
る
。
草
案
の
「
無
効
」
は
、
無
効
の
裁
到
が
確
定
し
た
る
以
後
、
將
來
に
向
つ
て
、
あ
る
行
爲

　
が
効
力
を
失
う
場
合
で
あ
り
、
そ
の
効
果
は
既
往
に
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
の
を
原
則
と
す
る
。
　
「
何
人
二
限
ラ
ス
」
無
効
訴
権
を
與
え
る
場
合
を

　
絶
封
的
無
効
、
特
定
人
に
そ
れ
を
與
え
る
場
合
を
相
封
的
無
効
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
不
成
立
と
無
効
の
匪
別
は
、
明
治
民
法
に
お
け
る
「
無

　
効
」
と
「
取
消
」
に
相
當
す
る
。

　
　
第
二
百
二
十
一
條
の
「
現
實
ノ
利
釜
ヲ
有
ス
ル
者
」
の
字
句
は
「
何
人
二
限
ラ
ス
」
の
み
を
う
け
る
の
で
あ
り
、
養
親
及
び
養
子
は
「
現
實

　
ノ
利
釜
」
を
有
し
な
い
場
合
に
も
無
効
訴
権
を
有
す
る
。
ま
た
「
現
實
の
利
盆
」
の
意
味
は
「
金
鑓
上
ノ
利
釜
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

第
二
百
二
十
三
條
　
第
百
九
十
九
條
及
ヒ
第
二
百
條
二
違
ヒ
タ
ル
縁
組
ノ
無
効
ハ
未
成
年
者
及
ヒ
配
偶
者
二
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
ス

　
未
成
年
者
其
成
年
二
至
リ
若
ク
ハ
配
偶
者
縁
組
ヲ
了
知
シ
タ
ル
後
之
ヲ
確
認
シ
若
ク
ハ
一
介
年
ヲ
過
キ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
権
利
ヲ
失
フ

第
二
百
二
十
四
條
　
身
上
ノ
錯
誤
若
ク
ハ
暴
行
二
原
由
ス
ル
縁
組
ノ
無
効
ハ
錯
誤
二
陥
リ
若
ク
ハ
暴
行
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
二
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
請
求
ス

　
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
錯
誤
ヲ
認
知
シ
若
ク
ハ
暴
行
ヲ
冤
腕
シ
タ
ル
後
確
認
ヲ
爲
シ
若
ク
ハ
一
杢
年
ヲ
過
キ
タ
ル
ト
キ
ハ
無
効
ヲ
補
フ

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
一
蕉
，
民
法
4
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
　
（
七
一
九
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
　
　
　
（
七
二
〇
）

第
二
百
二
十
五
條
　
未
成
年
者
ノ
雫
拒
二
拘
ラ
ス
縁
組
ヲ
爲
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
裁
剣
所
ハ
場
合
二
從
ヒ
未
成
年
者
ノ
請
求
二
依
リ
其
無
効
ヲ
宣
告
ス

　
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
未
成
年
者
成
年
二
至
リ
確
認
ヲ
爲
シ
若
ク
ハ
一
介
年
ヲ
過
キ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
椹
利
ヲ
失
フ

　
　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
相
謝
的
無
効
の
場
合
の
規
定
で
あ
る
。
第
二
百
二
十
四
條
に
「
身
上
ノ
錯
誤
」
と
あ
る
は
「
詐
備
ノ
爲
メ
錯
誤
二
陥
リ

タ
ル
場
合
」
と
修
等
べ
喜
を
「
遺
忘
t
た
も
の
虜
客
㍊
羅
書
V
．

第
二
百
二
十
六
條
　
婚
姻
二
由
ル
縁
組
二
於
テ
ハ
婚
姻
ノ
無
効
ハ
當
然
縁
組
ノ
無
効
ヲ
帯
有
ス
然
レ
ト
モ
縁
組
ノ
無
効
ハ
婚
姻
ノ
無
効
ヲ
帯
有
セ

　
ス

　
　
婿
養
子
縁
組
の
無
効
の
場
合
の
規
定
で
あ
り
、
理
由
書
は
「
最
モ
困
難
ノ
黙
ナ
リ
」
と
い
つ
て
い
る
。
草
案
の
「
原
案
」
で
は
婚
姻
と
縁
組

の
ど
ち
ら
か
秀
が
無
効
奮
ば
、
讐
庭
無
効
モ
て
い
奈
、
草
案
は
そ
れ
姦
更
し
た
の
募
る
（
揃
縫
軸
書
V
．
縁
組
が
無
効
の
場

　
合
で
も
婚
姻
は
相
攣
ら
ず
有
効
と
し
た
理
由
は
「
蓋
シ
婚
姻
ノ
無
効
ハ
重
大
ノ
不
都
合
ヲ
生
ス
ル
カ
故
二
縁
組
ノ
無
効
二
拘
ラ
ス
、
之
ヲ
維
持

　
ス
ヘ
シ
ト
ノ
主
意
ナ
リ
キ
」
と
し
て
い
る
が
、
　
「
養
子
ハ
其
妻
ヲ
携
帯
シ
テ
實
家
二
復
瞬
シ
養
親
ハ
家
女
ヲ
失
フ
ノ
不
都
合
」
（
嗣
）
を
招
來
す

　
る
鮎
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
理
由
書
の
読
明
は
、
そ
の
こ
と
に
隅
れ
て
い
な
い
。
明
治
初
期
の
法
制
で
は
、
婿
養
子
離
縁
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

　
場
合
は
、
営
然
に
婚
姻
も
解
浩
し
た
が
、
婿
養
子
が
家
女
と
離
婚
し
て
も
、
縁
組
に
は
影
響
が
な
か
つ
た
。
離
縁
、
離
婚
を
無
効
の
場
合
に
類

　
推
す
れ
ば
、
草
案
の
規
定
は
正
に
逆
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
草
案
は
、
婿
養
子
に
お
け
る
婚
姻
と
養
子
縁
組
を
封
比
し
、
前
者
を
後
者
よ
り
重
く

　
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
元
來
、
こ
の
草
案
の
根
底
を
流
れ
る
も
の
は
、
夫
婦
を
中
心
と
す
る
「
婚
姻
家
族
」
の
構
想
で
あ
つ
た
。
他
の
い
か

　
な
る
身
分
行
爲
よ
り
、
先
ず
婚
姻
を
第
一
義
的
に
考
え
る
思
想
は
、
そ
う
し
た
構
想
か
ら
生
れ
る
必
然
の
結
果
で
あ
つ
た
と
み
て
い
い
。

　
　
　
　
　
第
五
節
　
縁
組
の
効
果

第
二
百
二
十
七
條
　
養
子
ハ
實
家
ノ
氏
及
ヒ
族
構
ヲ
棄
テ
養
家
ノ
氏
及
ヒ
族
構
ヲ
冒
ス
可
シ

第
二
百
二
十
八
條
養
子
ハ
其
實
家
ヲ
去
リ
養
家
二
入
ル
モ
ノ
ト
ス
但
シ
親
属
ノ
關
係
ヨ
リ
生
ス
ル
養
料
ノ
義
務
ハ
爲
メ
ニ
攣
更
ス
ル
コ
ト
ナ
シ



　
　
こ
の
二
ヵ
條
は
、
も
つ
と
も
重
要
な
縁
組
の
効
果
の
規
定
で
あ
る
。
フ
ラ
ソ
ス
民
法
で
は
、
養
子
は
實
家
の
姓
を
捨
て
ず
、
そ
の
姓
に
さ
ら

皇
蒙
の
箏
合
璽
（
麟
縫
V
、
ま
た
養
家
に
入
ら
ず
、
實
家
に
止
ま
つ
た
（
關
鯉
．
草
案
は
そ
の
制
度
を
磐
芋
、
「
家
の
た
め
の
養

　
子
制
度
」
の
特
長
で
あ
る
從
來
の
慣
召
を
そ
の
ま
ま
條
文
化
し
た
の
で
あ
り
、
理
由
書
も
「
我
國
ノ
縁
組
ハ
佛
國
法
ト
大
二
異
ナ
ル
所
ニ
シ

テ
、
羅
馬
拳
琵
要
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
異
」
（
議
難
書
V
と
、
薇
蟹
姦
調
し
て
い
る
．
し
か
し
、
第
二
亘
＋
八
條
但
書
は
フ
ラ
ン

ス
暴
（
編
）
蜀
つ
奄
の
虜
つ
て
、
摯
闘
養
料
の
「
霧
ハ
天
倫
二
轡
生
ノ
・
一
シ
テ
…
欝
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
晶
翠
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
い
う
立
場
を
墨
守
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。

第
二
百
二
十
九
條
　
然
レ
ト
モ
婦
ノ
養
子
ハ
其
養
母
ノ
實
家
ノ
氏
ヲ
構
シ
夫
ノ
家
二
入
ラ
ス

　
婦
其
夫
ノ
子
ヲ
養
子
ト
爲
ス
ト
キ
ハ
養
子
ハ
夫
家
ノ
氏
ヲ
保
有
シ
其
家
ヲ
去
ラ
ス
但
シ
特
例
婚
姻
二
於
ケ
ル
婦
其
夫
ノ
子
ヲ
養
子
ト
爲
ス
ト
キ

　
ハ
前
條
ノ
規
則
二
從
フ

　
　
本
條
は
妻
が
軍
猫
で
行
つ
た
縁
組
の
効
果
の
規
定
で
あ
り
、
前
二
ヵ
條
の
例
外
で
あ
る
。
第
二
項
の
「
婦
其
夫
ノ
子
ヲ
云
々
」
と
あ
る
の
は
、

　
妻
た
る
嫡
母
が
夫
の
子
（
庶
子
、
縫
子
）
を
養
子
に
す
る
場
合
で
あ
り
、
　
「
特
例
婚
姻
二
於
ケ
ル
婦
」
と
い
う
の
は
、
女
戸
主
が
夫
を
迎
え
る
場

合
（
入
夫
婚
姻
）
（
侮
、
）
で
あ
る
．

第
二
百
三
十
條
　
縁
組
ハ
養
子
ト
養
親
及
ヒ
其
親
族
ト
ノ
間
養
料
ノ
義
務
ヲ
生
ス

　
此
義
務
ハ
實
親
族
ノ
間
二
於
ケ
ル
ト
其
規
則
ヲ
同
フ
ス

第
二
百
三
十
一
條
　
養
子
ノ
未
成
年
ナ
ル
ト
キ
ハ
養
親
ハ
之
ヲ
養
成
シ
訓
戚
シ
及
ヒ
教
育
ス
ル
ノ
義
務
ヲ
負
フ

　
養
親
其
養
子
ヲ
養
成
シ
及
ヒ
教
育
ス
ル
ニ
充
分
ノ
資
力
ヲ
有
セ
サ
ル
ト
キ
若
ク
ハ
共
死
去
シ
テ
養
子
ノ
財
産
不
足
ス
ル
ト
キ
ハ
養
家
ノ
尊
属
親

　
其
他
ノ
親
族
ハ
養
料
ノ
義
務
ノ
順
序
二
從
ヒ
其
入
費
ヲ
負
捲
ス
可
シ

　
此
義
務
ハ
實
家
ノ
父
母
尊
矯
親
其
他
ノ
親
族
ノ
義
務
二
先
ス
可
シ

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
へ
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
　
　
（
七
一
コ
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
　
　
（
七
ニ
ニ
）

　
第
百
八
十
九
條
第
百
九
十
二
條
及
ヒ
第
百
九
十
三
條
ハ
之
ヲ
養
子
二
適
用
ス

　
謳
　
第
百
八
十
九
條
　
子
ハ
終
身
其
父
母
二
孝
養
ヲ
墨
シ
其
他
軍
魔
親
二
封
シ
テ
モ
奪
敬
ヲ
致
ス
可
シ

　
　
　
第
百
九
十
二
條
　
父
母
共
二
其
義
務
ヲ
墨
サ
サ
ル
ト
キ
若
ク
ハ
親
穫
ヲ
行
フ
者
其
義
務
ヲ
盤
サ
サ
ル
ト
キ
ハ
血
族
及
ヒ
検
事
ハ
地
方
裁
判
所
二
訴
フ
ル
コ
ト

　
　
　
　
ヲ
得

　
　
　
　
何
人
ト
錐
モ
父
母
其
致
育
ノ
義
務
ヲ
墨
サ
サ
ル
コ
ト
ヲ
聞
知
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
検
事
二
通
知
ス
可
シ

　
　
　
　
裁
剣
所
ハ
父
母
二
封
シ
親
椹
ノ
喪
失
ヲ
宣
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
第
百
九
十
三
條
　
子
ハ
其
父
母
二
封
シ
婚
姻
其
他
ノ
方
法
二
依
リ
一
家
ヲ
成
ス
ノ
資
財
ヲ
求
ム
ル
訴
穫
ヲ
有
セ
ス

第
二
百
三
十
二
條
　
養
親
ハ
次
章
（
第
八
章
親
椹
ー
手
塚
書
）
二
定
ム
ル
規
則
二
從
ヒ
養
子
二
封
シ
監
護
及
ヒ
懲
治
ノ
権
ヲ
有
ス

第
二
百
三
十
三
條
　
養
子
ハ
其
持
参
シ
又
ハ
相
績
贈
與
遺
囑
二
依
リ
得
タ
ル
財
産
ノ
所
有
樺
ヲ
有
ス
但
シ
未
成
年
中
其
財
産
ノ
管
理
ハ
次
章
ノ
規

　
則
二
從
ヒ
養
親
二
属
ス

第
二
百
三
十
四
條
　
養
子
ハ
其
縁
組
ノ
日
二
生
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
徹
シ
其
日
ヨ
リ
正
出
子
ノ
権
利
ヲ
有
ス

　
　
こ
れ
ら
の
條
文
は
、
養
子
は
養
家
に
入
る
と
共
に
、
養
親
の
正
出
子
（
嫡
出
子
）
た
る
身
分
を
取
得
し
、
養
親
及
び
そ
の
親
族
と
の
間
に
養
料

　
の
關
係
を
生
ず
る
と
共
に
、
若
し
未
成
年
な
ら
ば
養
親
の
親
権
に
服
す
る
黙
を
中
心
と
し
た
規
定
で
あ
る
。

第
二
百
三
十
五
條
　
縁
組
ノ
後
生
レ
タ
ル
養
子
ノ
子
ハ
養
家
二
於
テ
正
孫
ト
同
一
ノ
地
位
及
ヒ
椹
利
ヲ
有
ス
縁
組
前
二
生
レ
タ
ル
子
ト
錐
モ
其
縁

　
組
二
之
ヲ
包
含
シ
タ
ル
ト
キ
亦
同
シ

　
　
養
子
は
正
出
子
（
嫡
出
子
）
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
か
ら
（
貌
驚
）
、
從
來
の
慣
習
に
照
せ
ば
そ
の
子
も
正
孫
で
あ
る
こ
と
は
當
然
と
も
い
え
る
が
、

フ
ラ
ソ
琵
婆
簾
則
も
て
「
籍
ヨ
ー
生
ス
ル
櫟
ハ
霧
－
李
－
ノ
間
二
限
ル
モ
ノ
」
（
心
灘
難
書
）
で
㌔
養
子
の
子
の
代
襲

　
相
績
権
に
つ
い
て
も
疑
問
の
鯨
地
が
あ
つ
た
の
で
、
そ
う
し
た
黙
を
明
ら
か
に
す
る
意
昧
で
こ
の
規
定
を
設
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
條

　
後
段
の
場
合
は
、
子
あ
る
者
が
そ
の
子
を
連
れ
て
養
子
と
な
つ
て
他
家
へ
入
る
こ
と
を
豫
想
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
場
合
の
手
績
等
に
つ
い



　
て
は
他
に
何
等
の
規
定
も
な
い
。

第
二
百
三
十
六
條
　
縁
組
ヨ
リ
生
ス
ル
相
績
ノ
灌
利
ハ
相
績
ノ
章
二
之
ヲ
規
定
ス

　
　
財
産
獲
得
編
第
二
部
第
一
草
案
に
よ
る
と
、
相
績
に
つ
い
て
養
子
は
正
出
子
と
全
く
同
様
に
取
扱
わ
れ
、
養
家
に
お
い
て
家
督
相
績
、
普
通

相
績
婆
墾
の
輪
を
有
し
て
舞
鯉
環
蓋
姻
等
し
か
し
、
實
家
に
お
い
て
は
家
督
相
績
の
輪
を
誉
の
窪
ら
ず
（
翠

　
條
）
、
ま
た
普
通
相
績
の
槽
利
も
失
う
制
度
で
あ
つ
た
（
銅
揃
衡
五
）
。
「
民
法
草
案
財
産
獲
得
編
第
二
部
理
由
書
」
に
よ
る
と
、
普
通
相
績
の
椹
利

　
を
失
う
理
由
は
「
養
子
ハ
養
家
二
於
テ
充
分
ノ
相
績
権
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
加
フ
ル
ニ
實
家
ノ
相
績
穫
ヲ
保
ッ
ニ
至
ル
ト
キ
ハ
ニ
重
ノ
相
績

　
樺
ヲ
有
シ
テ
公
手
ノ
度
ヲ
失
ス
ヘ
シ
ト
人
事
編
組
合
（
法
律
取
調
委
員
會
内
に
設
け
ら
れ
た
小
委
員
會
！
手
塚
註
）
會
議
二
於
テ
議
決
シ
タ
ル
ニ
依
ル

モ
ノ
ナ
リ
（
本
章
起
案
者
ハ
決
シ
テ
此
嚢
二
蔑
セ
サ
リ
シ
モ
ノ
ト
ス
）
」
（
諺
簿
、
一
）
乞
て
い
る
．
「
本
章
起
案
置
島
る
は
、
理
由

　
書
の
こ
の
部
分
の
執
筆
者
磯
部
四
郎
自
身
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
「
此
議
決
二
賛
成
セ
サ
リ
シ
云
々
」
と
あ
る
の
は
、
養
子
に
も
實
家
に

　
お
け
る
遺
産
相
績
樺
を
あ
た
え
よ
と
の
意
見
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
磯
部
は
當
時
す
で
に
早
く
現
行
民
法
と
同
一
趣
旨
の
見
解
を
有
し
て

　
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
第
六
節
罰
則

第
二
百
三
十
七
條
　
本
章
第
二
節
ノ
規
則
二
違
背
シ
タ
ル
身
分
取
扱
人
ハ
ニ
圓
以
上
五
十
圓
以
下
ノ
罰
金
二
庭
ス

　
以
上
は
第
七
章
の
規
定
で
あ
る
が
、
こ
の
章
以
外
の
部
分
で
、
養
子
縁
組
に
關
係
あ
る
條
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
（
前
掲
し
た
も
の
は
除
く
）
。

第
十
二
條
　
日
本
入
ノ
養
子
ト
爲
ル
外
國
人
ハ
當
然
日
本
人
ノ
分
限
ヲ
獲
得
ス

第
四
十
六
條
　
養
子
ト
養
親
其
尊
風
親
及
ヒ
配
偶
者
ト
ノ
間
又
養
親
ト
養
子
ノ
配
偶
者
及
ヒ
卑
属
親
ト
ノ
間
婚
姻
ヲ
禁
ス

第
五
十
一
條
　
養
子
ハ
婚
姻
ヲ
爲
ス
ニ
付
第
四
十
七
條
及
ヒ
第
四
十
八
條
二
從
ヒ
養
家
ノ
父
母
租
父
母
ノ
許
諾
ヲ
請
フ
可
シ
實
家
ノ
父
母
祀
父
母

　
ノ
許
諾
ヲ
要
セ
ス

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
・
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
　
　
（
七
二
三
）



　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度

養
子
ノ
婚
姻
二
付
テ
モ
亦
第
四
十
九
條
ヲ
適
用
ス

言主

二
二

第
四
十
七
條
　
成
年
二
至
ラ
サ
ル
男
女
ハ
父
母
ノ
承
諾
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
婚
姻
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

　
父
母
其
意
ヲ
異
ニ
ス
ル
ト
キ
ハ
父
ノ
許
諾
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス

　
父
母
ノ
中
一
方
死
去
シ
又
ハ
其
意
ヲ
表
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
一
方
ノ
許
諾
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス

第
四
十
八
條
　
父
母
共
二
死
去
シ
又
ハ
其
意
ヲ
表
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
父
系
ノ
組
父
母
ノ
許
諾
ヲ
請
フ
可
シ

　
祀
父
母
其
意
ヲ
異
ニ
ス
ル
ト
キ
ハ
祀
父
ノ
許
諾
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス

　
租
父
母
ノ
中
一
人
死
去
シ
又
ハ
其
意
ヲ
表
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
一
人
ノ
許
諾
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス

第
四
十
九
條
　
父
母
及
ヒ
父
系
ノ
租
父
母
悉
ク
死
去
シ
又
ハ
其
意
ヲ
表
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
親
族
會
ノ
許
諾
ヲ
受
ク
可
シ

第
百
三
十
六
條

　
ヲ
得

第
二
百
五
十
七
條

第
二
百
八
十
九
條

（
七
二
四
）

特
例
婚
姻
及
ヒ
婿
姻
二
由
ル
縁
組
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
裁
到
所
ハ
離
婚
ノ
訴
訟
法
中
夫
ヲ
シ
テ
共
同
ノ
佳
家
ヲ
去
ラ
シ
ム
ル
コ
ト

親
権
ヲ
失
ヒ
タ
ル
父
若
ク
ハ
母
ハ
其
子
ノ
婚
姻
若
ク
ハ
縁
組
ヲ
承
諾
シ
並
二
其
子
二
自
治
ヲ
與
フ
ル
ノ
権
ヲ
失
フ

未
成
年
ナ
ル
養
子
ノ
親
族
禽
員
ニ
ハ
實
家
ノ
親
族
ヲ
モ
撰
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
第
一
草
案
に
お
け
る
養
子
制
度
の
概
要
は
、
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
次
に
、
そ
の
特
長
と
性
格
を
概
括
し
て
考
察
し
た
い
。
前
に
述
べ
た
ご
と

く
、
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
養
子
制
度
は
「
佛
國
法
ヲ
以
テ
模
範
下
爲
ス
ヲ
得
ヘ
カ
ラ
ス
…
…
我
國
親
属
法
ノ
基
本
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
…
…
慣
習
二

抵
鰯
セ
サ
ル
コ
ト
ニ
注
意
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
（
蟄
難
）
と
㌢
蕩
か
ら
立
案
さ
れ
奄
の
も
て
い
る
．
な
る
ほ
ど
、
そ
う
し
た
趣
旨
か

ら
條
文
化
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
規
定
は
た
し
か
に
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
e
養
子
は
フ
ラ
ソ
ス
民
法
の
場
合
と
異
な
り
、
原
則
と
し
て
實
家
を
去

つ
て
養
家
に
入
る
こ
と
（
熊
艦
臥
）
、
◎
フ
ラ
ン
ス
民
法
が
禁
止
し
て
い
る
未
成
年
養
子
を
み
と
め
、
且
っ
未
成
年
養
子
に
封
す
る
親
権
を
養
親
に

聖
を
杢
謡
響
留
洋
窪
鯉
は
磨
葉
籍
李
玄
と
め
を
と
（
鰍
獄
y
繋
孟
フ
ラ
ン
糞
塗
は
異
沓
、
養



親
の
血
族
と
塩
族
と
同
繭
係
を
生
ず
る
こ
と
（
、
一
一
肇
胃
主
は
原
則
も
て
他
人
の
李
髪
れ
な
い
華
面
管
、
い
ず
れ
も
明

治
初
期
の
法
制
を
そ
の
ま
ま
探
り
入
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
　
「
模
範
ト
爲
ス
ヲ
得
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
繕
し
た
フ
ラ

ン
ス
民
法
の
影
響
は
、
果
し
て
そ
の
言
葉
通
り
僅
少
で
あ
つ
た
ろ
う
か
。
否
、
そ
の
影
響
は
、
從
來
の
慣
習
の
そ
れ
に
比
較
し
て
勝
る
と
も
劣
ら

ざ
る
事
實
を
、
次
の
．
こ
と
く
指
摘
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
草
案
は
、
養
子
縁
組
を
純
粋
に
「
契
約
」
と
観
念
し
た
。
こ
の
立
場
か
乃
從
來
の
養

子
縁
組
を
検
討
し
、
普
通
養
子
、
婿
養
子
、
遺
言
養
子
の
三
種
を
探
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
通
じ
て
西
洋
法
律
學
の
明

確
な
概
念
構
成
を
學
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
草
案
に
お
け
る
養
子
制
度
の
根
幹
を
成
し
て
い
る
。
そ
れ
が
た
め
、
明
治
初
期
の
法
制
で
は
養
子
縁
組

と
稻
せ
ら
れ
た
も
の
で
も
、
契
約
の
概
念
に
該
當
し
な
い
も
の
は
躊
躇
な
く
そ
れ
を
ふ
り
捨
て
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

婿
養
子
縁
組
に
お
い
て
、
從
來
の
慣
脅
に
反
し
縁
組
と
婚
姻
と
が
同
時
に
行
わ
れ
る
場
合
だ
け
を
考
慮
し
た
の
も
、
　
「
婿
養
子
」
と
い
う
概
念
の

明
確
さ
を
重
ん
じ
た
が
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
養
子
縁
組
を
契
約
と
み
る
な
ら
ば
》
そ
の
法
式
も
ま
た
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
草
案
が
縁
組
の
諸
方
式
に
つ
い
て
、
か
な
ら
ず
し
も
從
來
の
慣
習
に
拘
泥
せ
ず
、
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
方
式
を
纏
受

し
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
當
然
の
結
果
で
あ
つ
た
。

さ
ら
に
フ
ラ
ζ
塁
の
規
箏
明
ら
か
撮
取
し
奄
の
も
て
、
審
親
の
年
齢
の
制
限
（
蜘
耗
V
、
掌
あ
る
菖
い
か
馨
場
合
に

も
普
通
養
子
を
な
し
え
な
い
こ
と
（
肝
徽
〉
、
⑫
離
縁
の
禁
止
（
衡
耽
鰍
V
、
四
配
偶
者
を
有
す
る
者
も
、
そ
の
承
諾
を
う
れ
ば
軍
濁
で
養
子
を
な
し
う

る
こ
と
（
鞘
響
署
孟
實
径
お
い
て
も
な
妻
料
の
霧
喬
管
を
と
（
龍
）
筆
あ
げ
る
こ
と
が
ξ
る
．
明
治
初
期
の
李
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

度
で
は
、
養
親
の
資
格
を
戸
主
ま
た
は
將
來
戸
主
と
な
る
べ
き
推
定
家
督
相
績
人
に
限
定
し
た
の
に
反
し
、
葦
案
は
た
だ
年
齢
だ
け
か
ら
養
親
の

資
格
を
規
定
し
て
い
る
。
養
子
縁
組
は
、
實
子
が
な
く
、
ま
た
そ
れ
を
得
る
希
望
も
す
ぐ
な
い
年
齢
に
な
つ
た
者
に
、
は
じ
め
て
許
さ
れ
る
法
定

親
子
關
係
の
創
設
で
あ
る
と
い
う
黙
に
の
み
注
目
し
、
そ
の
制
度
が
「
家
」
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
從
來
の
慣
習
に
は
、
ほ
と
ん
ど
考
慮
を
梯
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

な
か
つ
た
も
の
と
み
て
い
い
。
養
子
は
養
親
の
尊
属
親
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
從
來
の
慣
習
も
、
草
案
で
は
無
覗
さ
れ
て
い
る
。
明
治
初

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
　
（
七
二
五
）



　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
　
　
（
七
二
六
）

期
の
法
制
で
も
、
養
子
は
家
督
相
績
人
た
る
實
子
が
な
い
場
合
に
許
さ
れ
る
の
を
原
則
と
し
た
が
、
「
家
」
の
存
績
と
繁
榮
の
た
め
に
は
、
幾
多

の
例
外
的
措
置
が
み
と
め
ら
れ
て
い
た
。
家
督
相
績
を
目
的
と
し
な
い
養
子
、
分
家
の
た
め
の
養
子
、
特
殊
技
能
者
の
養
子
、
實
子
が
相
綾
不
適

格
の
場
合
の
養
子
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
草
案
は
、
そ
う
し
た
例
外
を
一
切
み
と
め
な
い
。
こ
れ
は
、
成
文
法
で
あ
る
草
案
に
お
い
て
は
、
明
治
初

期
の
法
制
に
み
ら
れ
る
慣
習
法
的
弾
力
性
を
表
現
し
え
な
い
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
草
案
が
養
子
制
度
に
封
し
て
志
向
し
た

も
の
と
、
明
治
初
期
法
制
の
そ
れ
と
の
間
に
、
大
き
な
相
違
が
あ
つ
た
こ
と
が
最
大
の
原
因
で
あ
ろ
う
。
離
縁
に
つ
い
て
も
、
明
治
初
期
の
法
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

は
協
議
離
縁
、
裁
剣
離
縁
を
み
と
め
、
「
家
」
の
た
め
に
は
戸
主
た
る
養
子
の
離
縁
す
ら
許
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
草
案
が
一
切
の
離
縁

を
禁
止
し
た
の
は
、
た
と
え
擬
制
で
あ
つ
て
も
、
ひ
と
た
び
獲
生
し
た
親
子
の
關
係
は
解
清
で
き
な
い
と
す
る
フ
ラ
ソ
ス
民
法
の
立
場
を
、
全
面

的
に
支
持
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
養
子
の
實
家
に
お
け
る
養
料
義
務
も
、
同
様
に
親
子
關
係
は
絶
ち
え
ず
と
す
る
立
場
か
ら
、
こ
れ
を
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
次
に
、
配
偶
者
あ
る
者
の
軍
濁
養
子
は
注
目
に
慣
す
る
。
明
治
初
期
の
法
制
で
は
、
夫
た
る
者
が
養
子
を
す
る
場
合
、
そ
の
妻
の
意
思
と
は
無

關
係
に
法
律
上
の
養
母
關
係
が
成
立
し
た
。
高
柳
博
士
は
「
夫
が
養
子
を
す
る
際
、
妻
の
同
意
を
求
め
る
の
が
普
通
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
〉

が
、
法
律
は
そ
の
黙
に
ふ
れ
な
か
つ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。
と
も
か
く
「
家
の
た
め
の
養
子
」
と
い
う
見
地
か
ら
は
、

夫
だ
け
の
養
子
、
妻
だ
け
の
養
子
と
い
う
構
想
は
、
到
底
老
乏
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
草
案
第
二
百
條
（
鋪
鵬
）
は
、
夫
婦
各
別
に

養
子
を
な
す
こ
と
を
正
面
か
ら
規
定
し
、
夫
婦
共
同
し
て
も
養
子
を
な
し
う
る
こ
と
は
、
第
二
百
一
條
（
鋪
鵬
）
か
ら
わ
ず
か
に
推
察
さ
れ
る
に
す

ぎ
な
い
．
す
な
わ
ち
、
草
案
の
養
子
縁
組
は
、
夫
婦
各
別
に
行
う
こ
と
が
原
則
で
あ
り
、
夫
婦
が
共
同
し
て
養
父
母
に
な
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
例

外
的
に
み
と
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ラ
ソ
ス
民
法
が
そ
う
で
あ
つ
た
よ
う
に
、
養
子
制
度
の
目
的
が
夫
ま
た
は
妻

の
遺
産
相
績
で
あ
る
こ
と
、
い
い
か
え
る
と
「
親
の
た
め
の
養
子
」
と
い
う
観
黙
か
ら
の
み
理
解
し
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
草
案
の
相
績
制
度
は
、

家
督
相
綾
の
場
合
で
も
長
子
輩
猫
相
績
制
を
探
ら
ず
、
長
子
以
外
の
子
も
、
正
出
子
、
庶
出
子
、
養
子
の
差
別
な
く
、
ま
た
男
女
の
別
を
問
わ



　
　
　
　
　
　
（
肥
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

ず
、
普
通
相
績
椹
を
有
し
た
こ
と
と
相
關
連
し
て
、
養
子
制
度
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
ね
ら
い
は
、
竈
に
有
意
義
で
あ
つ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
養
子
制
度
の
主
た
る
目
的
が
親
の
た
め
に
相
績
人
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
明
治
初
期
の
法
制
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
相

績
権
を
あ
た
え
な
い
養
子
を
み
と
め
る
蝕
地
も
な
く
、
ま
た
、
實
子
、
養
子
の
匠
別
な
く
、
い
や
し
く
も
相
綾
人
た
る
べ
き
子
が
存
在
す
る
以
上

は
、
さ
ら
に
養
子
を
す
る
の
を
許
さ
な
い
の
は
、
當
然
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
直
接
に
は
フ
ラ
ソ
ス
民
法
の
縫
受
で
は
な
い
が
、
推
定
家
督
相
績
人

及
び
分
家
の
戸
主
は
、
何
の
制
限
も
な
く
自
由
に
他
人
の
養
子
と
な
り
え
た
黙
も
、
み
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
す
な
わ
ち
「
家
」
の
存
績

よ
り
個
人
の
自
由
を
奪
重
し
た
も
の
で
あ
り
、
草
案
全
髄
の
進
歩
的
性
格
に
ふ
さ
わ
し
い
規
定
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
草
案
の
養
子
制
度
に
謝
す
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
甚
大
な
影
響
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
理
由
書
に
熊
野
敏
三
が
書
い
て
い
る
前
掲

総
括
的
立
法
理
由
は
、
草
案
の
實
質
的
内
容
を
か
な
り
歪
曲
し
て
述
ぺ
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
理
由
書
は
法
律
取
調
委
員
會
に
提
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
委
員
會
に
お
け
る
保
守
的
抵
抗
を
あ
ら
か
じ
め
知
つ
て
い
た
で
あ
ろ
う
熊
野
は
、
實
質
以
上
に
奮
慣
奪
重
の
趣
旨
を
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

よ
く
主
張
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第
一
草
案
に
お
け
る
養
子
制
度
に
は
、
「
奮
慣
脅
法
的
な
も
の
」
と
「
フ
ラ
ソ
ス
民
法
的
な
も
の
」

と
が
か
な
り
錯
雑
し
て
混
交
し
て
い
る
。
元
來
、
明
治
初
期
の
法
制
の
中
で
も
、
養
子
制
度
は
古
來
の
家
族
法
的
要
請
を
も
つ
と
も
多
く
温
存
し

て
い
た
分
野
で
あ
り
、
　
「
家
」
の
制
度
の
中
で
主
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
。
い
わ
ば
典
型
的
な
「
家
の
た
め
の
養
子
法
」
で
あ
つ
た
。
草
案

の
起
草
者
達
は
、
草
案
の
め
ざ
す
進
歩
的
家
族
關
係
の
構
想
と
、
養
子
を
巡
る
薔
慣
脅
と
の
妥
協
に
、
非
常
な
苦
心
を
梯
つ
た
も
の
と
思
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

る
。
そ
し
て
、
普
通
養
子
、
婿
養
子
、
遺
言
養
子
と
い
う
三
種
の
傳
統
的
養
子
形
態
の
裡
に
、
典
型
的
な
「
親
の
た
め
の
養
子
法
」
と
い
わ
れ
る

フ
ラ
ソ
ス
法
的
な
も
の
、
い
い
か
え
る
と
遺
産
相
績
的
要
素
を
で
き
る
限
り
實
質
的
に
織
り
こ
ん
だ
の
で
あ
つ
た
。
さ
れ
ば
、
第
一
草
案
に
お
け

る
養
子
制
度
の
性
格
は
、
形
式
的
に
は
「
家
の
た
め
の
養
子
法
」
的
形
骸
が
保
存
さ
れ
て
は
い
る
が
、
實
質
的
に
は
「
親
の
た
め
の
養
子
法
」
的

色
彩
が
、
き
わ
め
て
濃
厚
で
あ
つ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
（
七
二
七
）



明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度

二
六

（
七
二
八
）

（
1
）
　
拙
稿
「
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
戸
主
穫
0
」
本
誌
第
二
六
巻
一
〇
號
七
頁
以
下
参
照
。

（
2
）
　
石
井
良
助
博
士
は
、
最
近
、
第
一
草
案
の
進
歩
的
性
格
に
封
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
思
想
的
影
響
を
強
調
さ
れ
て
い
る
が
（
「
明
治
丈
化
史
」
法
制
編
・
昭
和

　
二
十
九
年
・
五
一
四
頁
－
五
一
五
頁
）
、
私
も
そ
の
見
解
に
賛
意
を
惜
し
ま
な
い
。

（
3
）
　
「
民
法
人
事
編
理
由
書
」
上
下
二
巻
の
構
成
、
性
質
、
執
筆
者
等
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
前
掲
戸
主
樺
e
・
八
頁
－
九
頁
蓼
照
。

（
4
）
　
當
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
養
子
制
度
は
、
い
わ
ゆ
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
コ
ー
ド
の
そ
れ
で
あ
つ
て
（
一
八
〇
三
年
四
月
二
目
公
布
、
第
一
編
第
八
章
養
子
。
こ

　
の
個
所
は
一
九
二
三
年
六
月
十
九
日
の
法
律
で
改
正
）
、
中
川
善
之
助
教
授
の
「
フ
ラ
ソ
ス
養
子
法
の
攣
遷
e
」
（
法
學
新
報
第
四
〇
巻
一
號
一
二
頁
以
下
）
に
詳

　
し
い
紹
介
が
あ
る
。
因
み
に
、
フ
ラ
ソ
ス
の
養
子
制
度
は
、
一
九
二
三
年
の
改
正
で
「
親
の
た
め
の
養
子
」
法
か
ら
「
子
の
た
め
の
養
子
」
法
へ
、
大
韓
換
を
途

　
げ
た
の
で
あ
つ
た
。

（
5
）
　
返
報
養
子
と
い
う
の
は
、
職
雫
、
火
事
、
水
難
等
の
場
合
に
生
命
を
救
わ
れ
た
者
が
、
そ
の
恩
に
酬
ゆ
る
た
め
、
救
つ
た
者
を
養
子
に
す
る
方
法
で
あ
り
、

　
普
通
養
子
よ
り
も
種
々
の
條
件
が
緩
和
さ
れ
て
い
た
（
佛
民
三
四
五
條
）
。

（
6
）
　
婿
養
子
は
、
西
洋
の
法
制
に
は
み
ら
れ
な
い
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
、
明
治
初
期
の
養
子
反
封
論
の
中
に
は
「
兄
妹
ノ
婚
姻
ト
云
ハ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
勺
是

　
レ
民
二
許
ス
ニ
禽
獣
ノ
所
行
ヲ
以
テ
ス
ル
ノ
法
二
非
ズ
シ
テ
何
ゾ
ヤ
」
（
養
子
論
・
講
學
飴
談
第
三
號
・
明
治
十
年
）
と
い
う
酷
評
も
あ
つ
た
（
拙
稿
「
明
治
前
期

　
の
養
子
反
封
論
」
本
誌
第
二
八
巻
四
號
五
五
頁
）
。

（
7
）
　
高
柳
眞
三
「
明
治
初
年
の
養
子
法
e
」
國
家
學
會
雑
誌
第
四
一
巻
六
號
六
六
頁
、
八
二
頁
。
角
田
幸
吉
「
日
本
親
子
法
論
」
（
昭
和
十
六
年
）
一
二
七
頁
。

（
8
）
　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
離
縁
に
つ
い
て
「
養
子
ハ
固
ト
實
子
ナ
キ
ニ
由
リ
之
ヲ
我
力
子
ト
爲
ス
ノ
所
爲
ナ
レ
ハ
容
易
二
之
ヲ
慶
止
ス
可
カ
ラ
サ
ル
ナ
リ
。
佛
國
二

　
於
テ
ハ
決
シ
テ
之
ヲ
慶
止
ス
ル
ヲ
許
サ
ス
。
此
鮎
二
於
テ
ハ
養
子
ハ
離
婚
ヨ
リ
嚴
格
ナ
リ
。
日
本
二
於
テ
ハ
養
子
ヲ
爲
ス
モ
容
易
ニ
シ
テ
之
ヲ
慶
止
ス
ル
モ
亦
容

　
易
ナ
リ
。
此
レ
蓋
シ
至
當
ノ
事
二
非
サ
ル
可
キ
ナ
リ
。
」
と
い
つ
て
い
た
（
「
法
律
大
意
講
義
」
明
治
＋
四
年
二
一
七
頁
）
。
草
案
の
起
草
者
蓬
は
、
こ
う
し
た
ボ
ア

　
ソ
ナ
ー
ド
の
見
解
に
忠
實
に
從
つ
て
、
フ
ラ
ソ
ス
法
の
態
度
を
う
け
入
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
9
）
　
中
川
・
前
掲
論
文
e
・
二
三
頁
。

（
1
0
）
　
前
掲
理
由
書
に
よ
る
と
、
澄
言
能
力
の
年
齢
を
＋
六
歳
以
上
と
し
て
い
る
が
（
第
七
章
六
枚
裏
）
、
こ
れ
は
フ
ラ
ソ
ス
民
法
の
年
齢
で
あ
り
（
佛
民
九
〇
四

　
條
）
、
本
草
案
で
は
＋
四
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
理
由
書
の
執
筆
者
熊
野
敏
三
が
、
こ
の
黙
を
間
違
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
1
1
）
　
拙
稿
・
前
掲
養
子
反
封
論
・
六
一
頁
ー
六
二
頁
。

（
12
）
　
第
一
草
案
は
、
法
律
取
調
委
員
會
に
設
け
ら
れ
た
小
委
員
會
と
も
い
う
べ
ぎ
「
組
合
」
（
組
合
長
は
法
律
取
調
委
員
西
成
度
、
他
の
組
合
員
は
全
て
報
告
委
員

　
よ
り
成
る
）
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
組
合
の
會
議
に
提
出
さ
れ
た
草
案
は
、
各
報
告
委
員
の
分
旛
執
筆
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
草
案
が



　
第
一
草
案
の
「
原
案
」
で
あ
る
。
詳
し
く
は
拙
稿
・
前
掲
戸
主
椹
O
・
八
頁
参
照
。

（
B
）
　
課
文
は
「
民
法
草
案
へ
事
編
九
國
封
比
」
に
撮
る
（
「
民
法
草
案
人
事
編
完
」
日
本
學
術
振
興
會
版
・
一
七
二
枚
裏
）
。

（
M
）
　
元
來
、
草
案
第
二
十
五
條
二
項
「
夫
婦
ノ
一
方
ト
他
ノ
一
方
ノ
子
ト
ノ
關
係
ハ
親
子
二
准
ス
」
の
規
定
は
、
縫
親
子
關
係
、
嫡
母
庶
子
關
係
等
を
法
定
血
族

　
と
し
て
み
と
め
な
い
趣
旨
で
あ
る
が
「
親
子
に
准
ス
ル
」
の
用
語
は
ま
ぎ
ら
わ
し
い
。
そ
れ
が
た
め
、
熊
野
敏
三
は
「
親
子
に
准
ス
ル
ノ
語
ハ
如
何
ナ
ル
錯
誤
ノ

　
解
繹
ヲ
生
ス
ヘ
キ
ヤ
モ
測
ラ
レ
サ
レ
ハ
、
其
ノ
危
瞼
ヲ
避
ク
ル
爲
メ
…
…
寧
・
直
系
ノ
姻
屡
二
准
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
可
ナ
ラ
ソ
乎
」
　
（
前
掲
理
由
書
三
章
三
〇
枚

　
表
）
あ
る
い
は
「
噺
然
綴
父
又
ハ
嫡
父
母
ノ
名
稗
ヲ
慶
シ
直
系
ノ
姻
族
ト
シ
其
灌
利
義
務
ヲ
有
セ
シ
ム
ル
ノ
最
モ
良
法
ナ
ラ
ン
乎
」
（
同
前
・
三
二
枚
裏
）
と
し
て

　
い
る
。
彼
の
考
え
は
、
現
行
民
法
の
立
場
を
主
張
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
奮
民
法
の
親
子
法
に
つ
い
て
は
、
將
來
、
別
稿
を
以
て
卑
見
を
蛮
表
す

　
る
豫
定
で
あ
る
。

　
　
　
明
治
八
年
十
月
二
十
七
目
内
務
省
伺
・
十
二
月
二
十
七
日
太
政
官
指
令
（
法
例
彙
纂
・
民
法
第
二
版
・
二
四
九
頁
i
二
五
〇
頁
）
。

　
　
　
高
柳
・
前
揚
論
丈
e
・
一
二
〇
頁
。

　
　
　
高
柳
・
前
掲
論
丈
e
・
一
二
二
頁
ー
一
一
六
頁
。
角
田
・
前
掲
書
・
一
四
一
頁
。

　
　
　
川
島
武
宜
「
日
本
肚
會
の
家
族
的
構
成
」
二
七
頁
以
下
参
照
。

　
　
　
高
柳
・
前
掲
論
丈
e
・
一
二
〇
頁
。

　
　
　
高
柳
・
前
揚
論
文
O
・
一
四
七
頁
。

　
　
　
準
後
見
は
、
五
十
歳
以
上
で
實
子
の
な
い
者
と
十
五
歳
未
満
の
者
と
の
間
に
結
ば
れ
る
。
被
後
見
人
す
な
わ
ち
十
五
歳
未
満
の
者
の
意
思
表
示
を
代
理
す
る

　
　
な
お
、
箕
作
麟
祥
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
謙
課
し
た
折
に
は
「
準
後
見
」
は
「
チ
ュ
ー
テ
ー
ル
・
ヲ
ヒ
シ
ュ
ー
ス
」
と
原
語
の
ま
ま
に
な
つ
て
い
る
（
「
佛
蘭
西
法

　
　
　
明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
（
七
二
九
）

　
者
は
父
母
、
親
族
會
、
養
育
院
長
、
市
町
村
長
で
あ
る
（
佛
民
三
六
一
條
）
。
配
偶
者
の
あ
る
後
見
人
は
そ
の
同
意
を
要
す
る
（
同
前
三
六
二
條
）
。
こ
う
し
た
準

　
後
見
關
係
に
立
つ
後
見
人
の
み
が
被
後
見
人
を
遺
言
養
子
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
方
法
に
よ
れ
ば
普
通
養
子
の
嚴
格
な
條
件
（
養
子
は
成
年
以
上
で
未
成

　
年
の
時
代
に
六
年
間
、
扶
助
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
必
要
と
す
る
等
ー
佛
民
三
四
五
條
）
を
免
か
れ
る
便
利
が
あ
つ
た
。
し
か
し
、
手
績
が
煩
雑
の
た
め
實
際
に

　
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
つ
た
と
い
わ
れ
る
（
中
川
・
前
掲
論
丈
O
・
三
四
頁
）
。

（
1
5
）

（
16
）

（
1
7
）

（
B
）

（
扮
）

（
2
0
）

（
2
1
）

　
律
書
」
明
治
十
五
年
版
・
八
二
頁
ー
八
三
頁
）
。
適
切
な
課
語
を
見
出
し
え
な
か
つ
た
た
め
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
制
度
自
艦
の
内
容
も
、
十
分
に
理
解
で
ぎ
な
か

　
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
2
2
）
　
高
柳
・
前
揚
論
丈
㊧
・
國
家
學
會
雑
誌
第
四
一
巻
八
號
九
六
頁
、
　
一
〇
二
頁
－
一
〇
三
頁
。

（
2
3
）
　
草
案
は
「
天
倫
」
に
も
と
づ
く
親
子
間
の
養
料
義
務
は
、
正
出
、
庶
出
ま
た
は
鼠
倫
姦
通
に
よ
る
子
の
場
合
に
も
匠
別
し
て
い
な
い
（
前
椙
理
由
書
三
章
三



明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度

二
八

（
七
三
〇
）

　
二
枚
表
裏
）
。

（
塾
）
　
註
（
4
）
で
述
べ
た
一
九
二
三
年
改
正
後
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
三
五
三
條
は
「
養
子
縁
組
二
基
ク
血
族
關
係
ハ
養
子
ノ
嫡
出
子
二
及
ブ
」
と
、
規
定
し
て
い
る
。

（
2
5
）
　
第
一
草
案
の
相
績
制
度
は
、
家
督
相
績
、
普
通
相
績
の
二
本
立
で
あ
る
。
家
督
相
績
は
戸
主
の
地
位
を
相
績
す
る
場
合
で
あ
り
、
相
績
人
は
其
家
所
驕
の
特

　
穫
及
び
法
律
が
規
定
し
た
財
産
（
系
譜
、
族
穂
、
祭
具
、
墓
地
、
屋
號
、
本
宅
と
そ
の
宅
地
等
）
、
ま
た
は
法
律
の
制
限
内
で
被
相
績
人
が
指
定
し
た
財
産
を
綴

　
承
す
る
が
（
財
産
取
得
編
一
五
二
五
條
乃
至
一
五
三
一
條
）
、
そ
の
他
の
財
産
は
他
の
相
績
人
間
に
卒
分
す
る
。
こ
の
家
督
相
績
財
産
以
外
の
財
産
の
卒
分
相
績

　
（
同
前
一
五
二
七
條
）
と
戸
主
以
外
の
者
の
財
産
を
相
績
す
る
揚
合
（
同
前
一
五
五
六
條
乃
至
一
五
七
五
條
）
の
爾
者
が
普
通
相
績
で
あ
る
。

（
2
6
）
　
草
案
で
は
、
家
督
相
綾
を
し
た
戸
主
は
他
人
の
養
子
に
な
れ
な
い
（
二
〇
二
條
）
。
し
た
が
つ
て
、
本
交
で
述
べ
る
よ
う
に
分
家
の
戸
主
だ
け
は
自
由
に
養
子

　
に
な
る
こ
と
が
で
ぎ
た
。
明
治
初
期
の
法
制
で
は
、
前
に
も
蓮
べ
た
よ
う
に
、
戸
主
が
他
家
の
養
子
に
な
る
こ
と
を
原
則
的
に
は
禁
じ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
も
若

　
干
の
例
外
を
み
と
め
て
い
た
。
爾
者
を
比
較
す
る
と
、
草
案
の
方
が
弾
力
性
を
失
つ
て
い
る
。

（
2
7
）

（
28
）

（
2
9
）

（
30
）

（
3
1
）

（
32
）

（
33
）報

告
委
員
蓬
は
、

　
全
髄
の
構
想
か
ら
十
分
に
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
て
占
め
ら
れ
て
い
た
（
報
告
委
員
は
議
決
穫
を
有
し
て
い
な
い
）
。

　
を
強
調
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　
が
ら
、

（
34
）

高
柳
・
前
掲
論
文
e
・
七
九
頁
。
角
田
・
前
掲
書
・
一
四
〇
頁
。

同
前
・
一
一
〇
頁
。

高
柳
・
前
揚
論
文
㊧
・
八
七
頁
以
下
。
角
田
・
前
掲
書
・
一
四
二
頁
。

高
柳
・
同
前
・
八
八
頁
。
角
田
・
前
掲
書
・
一
四
五
頁
ー
一
四
八
頁
。

高
柳
眞
三
「
明
治
家
族
法
史
」
　
（
法
學
理
論
編
）
七
四
頁
。

註
（
2
5
）
参
照
。

理
由
書
は
、
草
案
を
起
草
し
た
組
合
か
ら
、
法
律
取
調
委
員
會
の
審
議
に
封
し
、
草
案
説
明
の
資
料
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
草
案
を
起
草
し
た

　
　
　
　
　
い
う
ま
で
も
な
く
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
門
下
の
佛
法
學
者
で
あ
り
、
彼
等
が
從
來
の
「
家
」
の
制
度
に
す
る
ど
く
批
判
的
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
草
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
に
反
し
、
同
委
員
會
で
審
査
の
實
権
を
握
る
取
調
委
員
は
、
そ
の
大
部
分
が
保
守
派
の
人
々
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
委
員
會
の
、
草
案
に
封
す
る
抵
抗
を
考
慮
し
て
、
理
由
書
は
作
爲
的
に
曹
慣
尊
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
戸
主
家
族
ノ
習
慣
ハ
千
古
ノ
遺
風
ニ
シ
テ
」
「
保
存
ス
ヘ
キ
ハ
固
ヨ
リ
當
然
」
（
前
掲
理
由
書
一
二
章
一
枚
表
）
と
い
い
な

　
實
際
に
は
全
く
戸
主
の
椹
利
を
み
と
め
て
い
な
い
の
も
、
そ
の
一
例
で
は
な
か
ろ
う
か
（
拙
稿
・
前
掲
戸
主
椹
e
・
一
一
四
頁
）
。

中
川
・
前
掲
論
丈
e
・
三
九
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）



明
治
二
十
三
年
民
法
（
奮
民
法
）
に
お
け
る
養
子
制
度
（
一
）
正
誤
表
　
（
本
誌
前
號
）

八八八三一』一八七九九八七二頁

一一五九五三六三二一八七五行

　
　
誤

家
族
制
度
的

財
産
獲
得
編

庶
出
子
の
存
在

民
法
上
ノ
血
族

親
子
二
準
ス

「
現
實
の
利
盆
」

第
五
節
　
縁
組
の
効
果

財
産
獲
得
編

民
法
草
案
財
産
獲
得
編

法
式（

財
産
取
得
編

（
2
8
）
同
前
・
一
一
〇
頁
。

二
四
頁
）
。

　
　
　
正

　
ぐ
　
　
　
ロ

「
家
」
の
制
度
的

の
　
の
　
ロ

獲
得
編

　
　
　
ロ
　
　
　
の
　
の

庶
出
子
及
び
養
子
の
存
在

　
　
ロ
　
ロ

民
法
上
血
族

　
　
　
の

親
子
二
准
ス

　
　
　
の

「
現
實
ノ
利
盆
」

　
　
　
　
　
　
ロ

第
五
節
　
縁
組
ノ
効
果

の
　
の
　
の

獲
得
編

　
　
　
　
の
　
　
　
の

民
法
草
案
獲
得
編

ロ方
式

　
の
　
の
　
の

（
獲
得
編

（
2
8
）
高
柳
・
同
前
・
一
一

一
四
頁
）
。

○
頁
。


